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回次 第78期 第79期 第80期 第81期 第82期

決算年月 平成31年３月 令和２年３月 令和３年３月 令和４年３月 令和５年３月

売上高 （百万円） 96,569 92,992 88,678 82,957 84,185

経常利益 （百万円） 5,971 7,334 6,610 7,313 6,704

親会社株主に帰属する

当期純利益
（百万円） 4,099 5,024 4,536 5,308 4,657

包括利益 （百万円） 5,784 1,487 5,877 4,704 5,494

純資産額 （百万円） 49,759 50,753 55,834 59,704 64,440

総資産額 （百万円） 89,780 89,007 95,120 96,159 103,275

１株当たり純資産額 （円） 1,962.85 2,002.02 2,202.88 2,356.06 2,543.29

１株当たり当期純利益 （円） 162.39 199.03 179.72 210.29 184.52

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 55.19 56.78 58.46 61.85 62.17

自己資本利益率 （％） 8.74 10.04 8.55 9.23 7.53

株価収益率 （倍） 6.62 4.97 6.01 5.77 6.17

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △3,629 8,506 7,214 4,613 4,788

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △824 △256 △1,086 △1,416 △1,425

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △623 438 △660 △927 △826

現金及び現金同等物の

期末残高
（百万円） 8,263 16,952 22,420 24,690 27,226

従業員数

(人)

1,267 1,275 1,273 1,255 1,246

［外、平均臨時雇用

者数］
[59] [60] [64] [54] [44]

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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回次 第78期 第79期 第80期 第81期 第82期

決算年月 平成31年３月 令和２年３月 令和３年３月 令和４年３月 令和５年３月

売上高 （百万円） 94,323 91,627 86,810 81,465 82,697

経常利益 （百万円） 5,807 7,242 6,512 7,237 6,611

当期純利益 （百万円） 4,017 4,975 4,484 5,261 4,616

資本金 （百万円） 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594

発行済株式総数 （株） 27,060,000 27,060,000 27,060,000 27,060,000 27,060,000

純資産額 （百万円） 48,860 49,934 54,182 57,806 62,153

総資産額 （百万円） 88,523 87,940 93,863 95,016 102,080

１株当たり純資産額 （円） 1,935.51 1,978.06 2,146.37 2,289.94 2,462.14

１株当たり配当額

（円）

19.00 30.00 30.00 30.00 34.00

（うち１株当たり中間

配当額）
[9.00] [9.50] [11.00] [15.00] [15.00]

１株当たり当期純利益 （円） 159.15 197.10 177.63 208.44 182.89

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 55.19 56.78 57.72 60.84 60.89

自己資本利益率 （％） 8.69 10.07 8.61 9.40 7.70

株価収益率 （倍） 6.75 5.02 6.08 5.82 6.23

配当性向 （％） 11.94 15.22 16.89 14.39 18.59

従業員数

(人)

1,136 1,139 1,136 1,130 1,119

［外、平均臨時雇用

者数］
[50] [53] [59] [50] [41]

株主総利回り （％） 95.5 90.7 101.2 115.5 112.0

（比較指標：株価指数

平均（名証メイン））
（％） (108.2) (82.3) (104.9) (108.3) (116.2)

最高株価 （円） 1,250 1,158 1,210 1,240 1,260

最低株価 （円） 993 800 940 1,046 1,106

(2）提出会社の経営指標等

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より名古屋証券取引所（メイン市場）におけるものであり、それ以

前は名古屋証券取引所（市場第二部）におけるものであります。
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昭和16年６月 名古屋鉄道局管内の土木、建築工事の請負を目的として、名鐵工業株式会社を名古屋市西区に設

立（資本金100万円）、名古屋・静岡・甲府・金沢・敦賀に支社を置き営業を開始しました。

昭和23年９月 事業目的を改め、国鉄以外の一般官公庁、民間企業の請負を開始しました。

昭和24年９月 建設業法により建設大臣登録(イ)第25号の登録を完了しました。

昭和31年２月 商号を名工建設株式会社と改称しました。

昭和36年８月 事業目的に不動産の売買及び賃貸を追加し、不動産の売買及び賃貸が行える事としました。

昭和39年７月 事業目的に工事用資材の製造販売を追加しました。

昭和44年10月 東京営業所を東京支店に改称しました。

昭和45年４月 長野支店を開設しました。

昭和48年９月 建設業法の改正に伴い、建設大臣許可（特－48）第1768号を受けました。

昭和54年11月 宅地建物取引業法による宅地建物取引業者として愛知県知事免許(1)第10543号を受けました。

昭和57年１月 当社株式を名古屋証券取引所市場第２部に上場しました。

昭和57年９月 大阪営業所を大阪支店に改称しました。

昭和62年８月 決算期を５月31日から３月31日に変更しました。

昭和63年８月 宅地建物取引業法による宅地建物取引業者として建設大臣免許(1)第3787号を受けました。

平成２年11月 金沢支店を北陸支店に名称変更しました。

平成３年４月 敦賀支店を北陸支店に統合し敦賀営業所としました。

平成５年４月 東京、静岡、甲府、長野の４支店を管轄する関東支社を開設しました。

平成８年４月 子会社である金沢駅西開発株式会社及び中部建物株式会社を吸収合併しました。

平成10年６月 ４支店を管轄する関東支社を廃止しました。

平成10年８月 株式会社大軌（現・連結子会社）を設立しました。

平成12年３月 本店を名古屋市中村区に移転しました。

平成13年６月 株式会社ビルメン（現・連結子会社）の株式を取得しました。

平成15年４月 長野支店を廃止しました。

平成21年11月 株式会社静軌建設（現・連結子会社）を設立しました。

平成21年12月 名古屋支店を愛知県清須市に移転しました。

平成23年12月 中部土地調査株式会社を連結子会社としました。

平成24年３月 名工商事株式会社（現・連結子会社）を完全子会社化しました。

平成24年４月 名古屋支店を本店へ統合し、名古屋施工本部としました。

平成24年９月

平成25年12月

平成26年４月

平成28年６月

平成29年７月

令和４年４月

中部土地調査株式会社を完全子会社化しました。

宅地建物取引業法による宅地建物取引業者として愛知県知事免許(1)第22603号を受けました。

大阪支店を大阪市淀川区へ移転しました。

名古屋施工本部を本店から分離し、名古屋支店としました。

中部土地調査株式会社の株式を全て譲渡し,子会社でなくなりました。

名古屋証券取引所の市場区分の見直しにより、名古屋証券取引所市場第２部からメイン市場に

移行しました。

２【沿革】

当社は戦時中鉄道省の輸送力確保のため、同省の要請により名古屋鉄道局管内の指定請負人127社が集まり鉄道工

事専門会社として設立されたものでありますが、現在は、道路・鉄道・上下水道の建設、学校・病院・工場・事務

所・マンションの建築などを行っている総合建設業者で、その沿革は次の通りであります。
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［建設事業］ 当社は総合建設業として土木工事並びに建築工事を営んでおり、施工する工事の一部を建設業

を営む㈱大軌、㈱ビルメン、㈱静軌建設、㈱濃建他９社に発注しております。

［不動産事業等］ 当社は土地・建物の売買及び貸事務所などの賃貸事業を営んでおります。

名工商事㈱は当社の各事業に関連して発生する損害保険の代理店業務などを営んでおります。

３【事業の内容】

当社の企業集団は、子会社４社及び関連会社11社で構成され、建設事業及び不動産事業等を主な事業内容としてお

ります。なお、連結子会社は子会社である㈱大軌、㈱ビルメン、名工商事㈱、㈱静軌建設で、非連結子会社はありま

せん。また、持分法適用の関連会社はありません。

当連結会計年度において、当社の連結子会社であったアオイ技建工業株式会社は、同じく当社の連結子会社である

株式会社ビルメンを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

当企業集団の事業に係わる位置づけは次の通りであります。

事業の系統図は次の通りであります。
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名称 住所
資本金

（百万円）
主要な

事業の内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

㈱大軌 大阪府高槻市 10 建設事業 100.0

当社の建設事業において施工

協力しております。

㈱ビルメン 名古屋市北区 50 建設事業 70.0
当社の建設事業において施工

協力しております。

名工商事㈱ 愛知県清須市 20 不動産事業等 100.0

当社の各事業に関連して発生

する損害保険の代理店業務な

どを営んでおります。

役員の兼務等　１名

㈱静軌建設 静岡県掛川市 10 建設事業 100.0
当社の建設事業において施工

協力しております。

４【関係会社の状況】

（注）「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
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令和５年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

建設事業 1,241 [43]

不動産事業等 5 [1]

合計 1,246 [44]

令和５年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

1,119 [41] 40.9 18.0 8,382

セグメントの名称 従業員数（人）

建設事業 1,117 [40]

不動産事業等 2 [1]

合計 1,119 [41]

当事業年度

補足説明
管理職に占め
る女性労働者
の割合（％）
（注）１．

男性労働者の
育児休業取得
率（％）
（注）２．

労働者の男女の賃金の差異（％）
（注）１．

全労働者
うち正規雇用

労働者
うちパート・
有期労働者

0.5 31.0 50.2 60.3 42.7 －

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［　］内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［　］内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3）労働組合の状況

当社の労働組合は名工建設職員組合と称し、昭和22年９月に結成され、令和５年３月31日現在の組合員数は857

名となり、日本建設産業職員労働組合協議会に所属しております。

対会社関係においては結成以来円満に推移しており、特記すべき事項はありません。

(4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①　提出会社

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の４第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

②　連結子会社

　連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表

義務の対象ではないため、記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりである。なお、文中の将来に関する事

項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものである。

（１）経営の基本方針

当社及びグループ各社は、「誠実」ならびに「和して同ぜず」を社訓とし、企業理念として「私たちは安全第一を

旨とし、お客様の満足が得られるものを誠実の心と先端の技術力でつくりあげ、未来に夢と希望を託せる働きがいの

ある企業を目指すとともに、社業の発展を通じて広く社会に貢献します。」と定めております。建設業を営む企業と

して、安全第一に仕事を遂行し、持てる技術力を 大限に投入して品質を確保することでお客様の高い評価を得ると

ともに、時代の趨勢や経営環境の変化に柔軟に対応して経営基盤の強化を図り、安定収益の確保と財務基盤の健全性

を維持していくことを基本方針としております。

（２）目標とする経営指標

当社グループは顧客の信頼をベースにして安定的に受注し、売上を伸ばす中で利益を確保することに努めており、

売上高経常利益率を経営指標として重視しております。

（３）経営環境及び中期的な会社の経営戦略

建設業界の中長期的な受注環境としては、激甚化する自然災害への備えや社会資本の老朽化への対応など建設市場

が変化する一方、資材価格の高騰等コスト高による収益圧迫の懸念があるなど、先行きの不透明感が増しておりま

す。

そうした中、令和３年度から新たに第18次経営計画をスタートさせ、あらためて「安全と技術の名工」「社員が誇

れる企業」を目指すことにしております。

　第18次経営計画（令和3年度～令和5年度）について

　世界経済を揺るがしたコロナ禍による混乱は落ち着きを取り戻し、経済活動の正常化が進んでいるものの、資材価

格の高騰や労務費の上昇などにより厳しい環境が続いております。このような状況下、企業理念に基づき、経営基盤

を強化し、安定的な受注と収益を確保していくことが持続的成長に不可欠です。

　安全への取り組みについては、安全 優先の企業風土は定着しつつあるものの、重大な事故に繋がりかねない事象

も発生しております。マニュアルにのみ頼る行動や個々の事故事象への対症療法的対応だけではない切り口が必要で

す。一人ひとりが安全を優先することに対する意識を更に高め、「全員参加による安全文化確立のための『環境（組

織）・人・仕組み』づくり」に向けた安全施策の定着を経営計画の中心に据えて取り組むこととします。

　次に品質確保においては、不適切な施工管理により不良事象を発生させれば顧客の信頼を失墜させることとなりま

す。「技術の名工」の名に相応しい施工管理を行うために更なる体制強化と仕組みの構築を図る必要があります。

　また、コンプライアンスに関しては、不正・不適切行為を発生させることは、今まで培ってきた顧客並びに社会か

らの信頼の喪失に繋がることを強く認識し、すべての役員・社員がコンプライアンスの重要性について更に理解を深

め、全社一丸となってその防止に取り組まなければなりません。

　社会環境に目を向ければ、今後、厳しい経済情勢が続くとの見方が高まるなか、企業として生き残りを図る上で、

収益力を高めることが更に重要となり、様々な努力をしていく必要があります。その中で、効率化を図り、働き方改

革への適応を進めるためにＤＸの検討と推進は避けて通れない課題であり、社会的・技術的動向を見極めつつ取り組

みを強化していくこととします。

第18次経営計画の目標として「スローガン」とともに経営目標と数値目標を定めています。「目指す企業像」の実

現に向け「将来に向けたキーワード」を常に心掛けて取り組んでいく考えです。

◎スローガン　「３Ｃイノベーション」

◎経営目標　　「信　　頼（Confidence）」　安全・品質の追求と社会的責務の遂行

　　　　　　　「競 争 力（Competitiveness）」　低コストで顧客の多様なニーズに対応

　　　　　　　「実 行 力（Capability）」　変化を乗り越える技術力と機動力の発揮

◎数値目標　　・重大な労働災害・運転事故　　　　　ゼロ

　　　　　　　・受注高　　　　　　　　　　　　　　８００億円以上

　　　　　　　・売上高　　　　　　　　　　　　　　８００億円以上

　　　　　　　・経常利益率　　　　　　　　　　　　４．０％

◎目指す企業像　　　　　「安全と技術の名工」「社員が誇れる企業」
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◎将来に向けたキーワード

　　　　　　・ＪＲ東海をはじめとする当社顧客からの信頼の堅持（事故・事象等の未然防止の確立など）

　　　　　　・東京・大阪地区での受注基盤の確立などによる収益構造の強化

　　　　　　・業務の改革に必要な社員の意識・能力の向上と必要な環境の整備

　　　　　　・ＤＸ推進や各種情報の一元化・共有化など筋肉質な体質への強化

当連結会計年度を終えての進捗状況

〇経営目標１　「信　　頼（Confidence）」　安全・品質の追求と社会的責務の遂行について

　・安全については、『全員参加による安全文化の確立のための「環境(組織)・人・仕組み」づくり』を掲げ、事故

防止基本計画に基づき、安全意識を高め、労働災害や工事事故防止に取り組みました。特に、重大事故につなが

る危険作業については、リスクアセスメントの強化を図り、重大事故発生の根絶に努めております。

　・品質については、非現業社員による現場の支援強化（里親の指定や品質パトロールなど）により品質管理体制を

確立し、品質管理上の問題点について早期発見・解決に努めました。

　・働き方改革については、業務の平準化や土曜日勤務の削減・休日振替の指定など計画的に業務執行を行い、ま

た、ＩＣＴを活用した更なる効率化により長時間労働の是正を図っております。

〇経営目標２　「競 争 力（Competitiveness）」　低コストで顧客の多様なニーズに対応について

　・官公庁工事においては競争激化の折、官積算精度・技術提案力・企業評価点の更なる向上を図り、また、現場に

おいては、高い工事評定点の獲得につなげ、当連結会計年度での目標受注量を確保することができました。土木

部門においては高速道路耐震補強工事・河川改修工事など、建築部門においては教育機関関連工事など安定的か

つ持続的な売上の確保につながる工事実績を蓄積し、競争力向上に努めました。

　・結果、官公庁工事等での安定受注と民間建築工事の回復もあり、目標を大幅に超える受注量が確保できました。

〇経営目標３　「実 行 力（Capability）」　変化を乗り越える技術力と機動力の発揮について

　・情報関連については、ハード・ソフト両面での基盤整備を実施するとともに、システムの安全かつ安定した運用

のため、情報セキュリティ対策の強化にも取り組んでいます。

　・鉄道関連工事・官公庁工事・民間工事の中長期的な完成工事高の確保を念頭において、企業活動の持続的成長の

ため、要員の確保と定着、人材の育成に取り組みました。当連結会計年度(82期)には３３名の新入社員が入社し

ました。

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

前項で述べたとおり、大幅な受注増により第83期への工事繰越高が増加したことを勘案し、当社グループは令和6

年3月期の受注高を前期比15,690百万円減少の80,000百万円、売上高は前期比815百万円増の85,000百万円と計画して

おります。また、上記の第18次経営計画を踏まえ、令和５年度経営重点事項を下記の通り定めております。

①　「信　頼」　安全・品質の追求と社会的責務の遂行

〇全員参加による安全第一の企業文化確立のための「環境（組織）・人・仕組み」をつくる。

〇実行内容の確実な記録による品質管理向上と、非現業による現場支援など管理体制の強化を行う。

〇自律的なコンプライアンス風土を確立するとともに、リスクへ迅速かつ組織的に対処する。

〇ＣＳＲ・ＥＳＧ・ＳＤＧｓの推進、ＢＣＰの取り組みにより社会的信頼を高める。

〇計画的な時間外労働の削減やＩＣＴの有効な活用等により「働き方改革」を推進する。

②　「競争力」　低コストで顧客の多様なニーズに対応

〇安全・品質確保を前提とした工事原価圧縮や業務全般におけるコスト縮減を図る。

〇ＪＲ工事は、確実な工事遂行と課題解決提案などの能動的な営業戦略により、信頼を堅持する。

〇官公庁工事は、官積算精度・技術提案力・企業評価点の向上により、受注拡大を図る。

〇民間建築は、低価格の徹底的な追求と戦略的な既存顧客との関係強化、新規顧客の開拓を行う。

〇大型工事への参画の検討や当社ノウハウを活用した取り組みなど、業容拡大による成長戦略を進める。

③　「実行力」　変化を乗り越える技術力と機動力の発揮

〇情報セキュリティを強化し、ペーパーレス化を始めとした業務執行方法の変革よりＤＸ推進を図る。

〇中堅層及び従事工事変更者への技術教育の充実とターゲットを明確にした技術開発を推進する。

〇中長期的な視野に立って、女性社員、シニア層などの活躍を推進し、効果的な人材育成を図る。

〇長期的な視点で要員を確保しつつ、確実な施工のための機動的な要員配置を進める。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

(1）サステナビリティ

　当社及びグループ各社は、名工建設企業憲章を役員・社員が事業活動を進めるに当たっての拠り所として、事業活

動を通じ持続可能な社会の実現に向け貢献できる分野に積極的に取り組んでまいります。

　主には、当社が多く手掛ける鉄道や高速道路等の社会インフラ整備、維持補修工事において、「安全第一」で施工

を進めることで、建設物を安定的に提供し社会基盤整備に貢献していくことと考えており、以下により取り組んでお

ります。

・すべての役員、社員、工事従事者が安全最優先に行動する事を常態化させるため、風通しのよい環境（組織）を構

築することにより鉄道の安全・安定輸送に貢献してまいります。

・ＩＴツールの活用による「品質管理の見える化」の推進や、品質チェック体制の見直し、顧客ニーズや技術的知識

に精通する非現業社員の現場支援による品質管理上の問題点の早期発見・解決に取り組み、より良い品質の建設

物を提供することにより強靭なインフラ構築に貢献してまいります。

・鉄道工事から得た技術やノウハウを官公庁、民間工事や、自然災害への復旧対応へ活用することで、社会インフラ

の持続的な活用をサポートすると共に、省エネ・再エネ建築技術に関する提案を行うことでより環境にやさしい

社会の構築に貢献してまいります。

①ガバナンス

　事業活動を進めるに当たり、当社は80年以上の歴史の中で培った施工ノウハウ、東海道新幹線を50年に亘り支え

た技術を活かし、先人から変わらず受け継がれてきた「誠実」「和して同ぜず」の想いを名工ＤＮＡとし、持続可

能な社会実現に向け当社が貢献できる分野を念頭におき、中期経営計画を策定しております。

策定に当たっては社外取締役・社外監査役からの意見を盛り込み、外部からの見識も反映させております。

また、年度ごとに経営重点事項を策定し、より時勢に沿った施策の展開を行うことで各部門や各支店の取り組みと

して具体化させております。

　施策の進捗状況については、半年に一度、経営幹部によるヒアリングを行っており、必要に応じて改善、是正を

行っております。そのほか、内部監査、監査役監査、自主監査、安全パトロール等においても、その取り組み状況

を確認しております。

　尚、結果については次期の計画や事業活動へ反映しております。

②リスク管理

　当社ではＩＳＯ認証を取得し、品質はISO9001:2015、環境はISO14001:2015、労働安全衛生はISO45001:2018の要

求事項に従って経営の仕組み(マネジメントシステム)を構築しており、これを実施、維持、継続的に改善すること

で様々なリスクを管理しております。

　特に環境面では、環境保全規程を定め、「建設副産物マニュアル」を制定し、定期的に建設副産物管理委員会を

開催し、ＣＳＲ推進室が経営会議にて報告することで、環境保全に取組んでおります。

　また、工事着工前には安全施工検討会によりリスクアセスメントを行い、また施工中においても各職位安全パト

ロールを実施することで安全衛生面のリスク回避に努めております。

　そのほか、危機管理委員会を適時経営会議後に開催し、社会の多様なリスク事例を経営層に展開しております。

(2）人的資本に関する取り組み

①戦略

　人的資本については、多様性の確保を含む人材育成と人材の採用・維持に関する社内環境整備を将来目指すべき

取り組みと捉え、次世代リーダー育成と女性活躍推進を課題と考えており、これらに対処すべく以下により取り組

んでまいります。

課題①　次世代リーダー育成

　取り組み

　1.　女性・外国人・障害者等ダイバーシティを踏まえた採用活動

　2.　多様化するニーズに対応する「信頼」「競争力」「実行力」を兼ね備えた人材の育成

　3.　男性の育児休業取得率の向上にむけた社内環境整備

課題②　女性活躍推進

　取り組み

　1.　女性活躍のロールモデルとなる人材の育成

　2.　管理職層への女性の登用の増加

　3.　男女間賃金格差の是正
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指標
目標

令和５年度

実績

令和４年度

１．新規採用女性社員（技術職）の比率 20％以上 9.3％

２．障害者の法定雇用率を上回る雇用 2.3％以上 2.1％

３．男性の育児休業取得率向上 50％ 31.0％

４．建設現場での４週８休勤務の達成率向上 100％ 91.6％

指標
目標

令和５年度

実績

令和４年度

１．職種転換を含む女性総合職社員の増加 50名 27名

２．役職者および建設現場作業所長候補者の育成 10名以上 2名

３．男女間賃金格差の是正 80.0％以上 50.2％

②指標及び目標

課題①　次世代リーダー育成への取り組み

中長期的な視点に基づく建設業の担い手確保のため、以下の通りダイバーシティを踏まえた採用活動を展開し、人

材の定着・育成に向けた社内環境の整備を推進する。

課題②　女性活躍推進への取り組み

活躍意欲のある女性の挑戦を応援し、建設工事の施工管理職等へのさらなる職域拡大および管理職層への登用を支

援することで将来的な男女間の賃金格差の縮小を図る。

（注）目標及び実績は、提出会社の従業員の状況の数値であります。
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３【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経

営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のと

おりであります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断した

ものであります。

　当社グループは、これらのリスクや不確定要因に対して、「危機管理規定」に基づきリスクの分類や管理方法を定

め、危機管理委員会を適時開催し、方針、体制、具体策等を審議決定し、予防や分散・リスクヘッジなどに努め、企

業活動への影響を最小限に軽減できるよう対応してまいります。

(1）建設投資の動向

　当社グループの受注・売上高は、公共投資や民間企業の設備投資に負うところが大きく、国内景気に影響されやす

いものとなっております。公共投資の縮小、民間設備投資の減少、特に東海旅客鉄道株式会社の設備投資額の変動は

業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは東海旅客鉄道株式会社と安全施工を通して信頼関係の強化に

努め、設備投資の動向を注視しております。

(2）事故防止と安全確保

　日頃より事故防止と安全確保は最重要な経営課題のひとつとして全社を挙げて取り組んでおりますが、万一、重大

な業務事故などが発生しますと、社会的信用と主要なお客様の信頼を損なうリスクがあります。当社グループは社長

を委員長とした安全推進委員会（経営会議メンバー・各支店長）を毎月開催し、安全規範である「安全への取り組

み」に基づき、現場の管理状況を確認し、毎月の重点目標を全職員に周知徹底しております。さらに社長以下経営幹

部、各事業本部、支店部門ごとに安全パトロールを実施し、安全施工の徹底を図っております。

(3）原材料・技能労働者の確保並びに価格の高騰

当社グループは工事施工にあたり原材料・技能労働者の確保が困難となり、これらの価格が高騰し、当社グループ

の業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。当社グループにおきましては、引き続き選別受注を強化し、協

力業者等との情報交換を密に原材料及び技能労働者の確保を計画的に行います。

(4）信用リスク

　当社グループは建設業が主体であるため、１件当たりの取引は多額であります。したがって発注者からの資金の回

収の遅滞または不能となった場合には、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。信用リス

クの管理については民間工事等の受注に際し、与信管理要領に基づき与信・特異事項検討委員会において入札参加の

可否について慎重に決定しております。

(5）完成工事に対する契約不適合責任

　工期遅延や完成工事に対する契約不適合責任が発生した場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性が

あります。当社グループは建設事業者として、工期や品質などについては品質・環境マネジメントシステムの運用等

を通して、常に細心の注意を払っております。

(6）保有資産の下落リスク

　当社グループは有価証券、土地等を相当額保有しています。将来、株式や土地の時価が大きく下落した場合には、

当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。有価証券の保有については当社の企業価値向上に

資するか様々な検討を経営会議で行い、取締役会で審議・決議しております。また、土地等についても稼働状況を審

議し、低稼働・遊休化した不動産については販売用不動産に所有目的を変更し、随時処分しております。

なお、有価証券、販売用不動産については時価が３割以上下落した場合は評価損を計上し、固定資産の不動産につい

ては減損会計を適用し、遊休化した時点で時価を厳しく見積もり、資産評価を行っております。

(7）大規模災害等及び未知の感染症の蔓延

　予期せぬ災害が発生した場合には従業員や保有資産に対する損害のほか、事業環境の悪化ないしはその懸念から業

績に影響を与える可能性があります。当社グループは大規模災害等の備えとして、ＢＣＰマニュアルを整備してお

り、具体的には地震等の災害発生時においては安否確認システムにより従業員の安否及び被災状況の確認や、震度５

以上の地震発生時には本支店に災害対策本部を設置し対応しております。また毎年災害の発生を想定し、防災訓練、

消防訓練を行っております。

- 11 -



　新型コロナウイルスなど各種感染症への対応としましては、経営会議において基本的な行動方針を定め、特別措置

法の成立を受け「対策本部」を設置し、①感染防止を優先しつつ業務を継続する、②発注者からの緊急要請時に即応

できる体制を維持する、の２点を基本方針として感染防止策を策定し実施しておりますが、感染症の影響による不況

の深刻化の懸念から、当社グループの事業において発注者の経営状態の悪化に伴う貸倒れの発生や、工事の一時中

止、建築資材の調達不足による工事遅延、また株価下落による保有株式の含み益の減少や、減損処理に伴う自己資本

の減少、年金資産の運用利回り低下による退職給付債務の拡大等業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

（8）訴訟リスク

　当社グループは法令及び契約等を遵守し、安全施工に努めていますが、広範な業務の中で損害賠償請求などの訴訟

を提起された場合、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。当社はリスクを、災害・事故関連、社会・経済関連、

経営全般と分類し、コンプライアンス部を中心に対応しております。また社長を委員長とする危機管理委員会を年４

～５回開催し各種リスクについて情報収集、分析及び評価を行い、必要に応じ取締役会に結果を提言しております。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当連結会計年度における我が国経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、緩やかな持ち

直しが続いている一方、世界的なエネルギー・原材料価格の高騰や金融引き締め等による景気後退懸念など、依然

として取り巻く環境は厳しく、先行きは不透明な状況が続いております。

　建設業界においては、堅調な公共投資と共に、コロナ禍で落ち込んでいた民間設備投資意欲にも回復傾向がみら

れますが、世界情勢不安による原油高・建設資材価格の高騰が依然として続いていることに加え、業界特有の課題

である担い手確保や長時間労働の解消等への対応が急務となっており、企業業績への好材料は限定的と言わざるを

得ない状況にあります。

　当連結会計年度における当社グループの業績は、受注高は前期比12.6％増加の95,690百万円となりました。売上

高は前期比1.5％増加の84,185百万円となりました。利益面では、経常利益は前期比8.3％減少の6,704百万円、親

会社株主に帰属する当期純利益は前期比12.3％減少の4,657百万円となりました。

セグメントの経営成績は、次の通りであります。

（建設事業）

　当連結会計年度については、完成工事高は前年同期比772百万円増加（0.9％）の84,223百万円となり、セグメン

ト利益は前年同期比536百万円減少（4.7％）の10,825百万円となりました。

（不動産事業等）

　当連結会計年度については、兼業事業売上高は前年同期比207百万円増加（17.3％）の1,405百万円となり、セグ

メント利益は前年同期比58百万円増加（11.6％）の565百万円となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

　当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は27,226百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,536百万円増

加しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、4,788百万円の収入超過となりました。（前期は4,613百万円の収入超

過）主な要因は、法人税等の支払額2,776百万円、売上債権の増加3,493百万円等の支出要因がありましたが、税金

等調整前当期純利益で6,782百万円、仕入債務の増加3,069百万円、減価償却費963百万円等の収入要因があったこ

とによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、1,425百万円の支出超過となりました。（前期は1,416百万円の支出超

過）主な要因は、投資有価証券の売却による収入が164百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出で171

百万円、投資有価証券の取得による支出で1,350百万円等があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、826百万円の支出超過となりました。（前期は927百万円の支出超過）主

な要因は、長期借入れによる収入が1,150百万円ありましたが、配当金の支払額で757百万円、長期借入金の返済に

よる支出で1,218百万円等があったことによるものです。

・資本の財源及び資金の流動性に係る情報

　当社グループの資金需要の主なものは、建設事業の工事費、販売費及び一般管理費等の営業費用、建設事業に係

る拠点の整備や工事機械の取得費用等の設備投資及び株主還元としての配当等であります。これらの資金は安定収

益確保のもと、内部留保による手元資金の積上げ、金融機関からの借入により資金調達を行っております。なお、

金融機関からの期末の借入比率10％以内、当社グループの運営に必要な手元水準を年間売上の概ね2.9ヶ月程度と

目標を定め資金調達を行っております。また新型コロナウイルス感染症が経営成績に与える影響額は合理的に見積

もることができませんが、工事の一時中止等急な環境変化にも対応できるよう金融機関に未使用の借入枠を有して

おり、手元資金と併せて運転資金は余裕をもって確保しております。

　なお、当社グループの配当政策は、第４「提出会社の状況」３「配当政策」に記載のとおりであります。
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セグメントの名称
前連結会計年度

（自　令和３年４月１日
至　令和４年３月31日）

当連結会計年度
（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

建設事業（百万円） 84,973（  5.6％増） 95,690（  12.6％増）

セグメントの名称
前連結会計年度

（自　令和３年４月１日
至　令和４年３月31日）

当連結会計年度
（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

建設事業（百万円） 81,782（　6.7％減） 82,823（　1.3％増）

不動産事業等（百万円） 1,174（ 12.9％増） 1,361（ 15.9％増）

合計（百万円） 82,957（  6.5％減） 84,185（  1.5％増）

(3）重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

います。この連結財務諸表の作成にあたり、当連結会計年度における資産・負債及び収益・費用の報告金額並びに

開示に影響を与える将来に関する見積りを実施する必要があります。経営者はこれらの見積りについて、当連結会

計年度末時点において過去の実績やその他の様々な要因を勘案し、合理的に判断していますが、実際の結果は見積

り特有の不確実性があるため、将来においてこれらの見積りとは異なる場合があります。

　当社グループでは、特に以下の重要な会計方針の適用が、その作成において使用される見積り及び予測により、

当社グループの連結財務諸表の作成に大きな影響を及ぼすと考えております。

①完成工事高、完成工事原価及び工事損失引当金の計上

　完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの工事進捗部分について履行義務の充足が認められる工事について

は主として一定の期間にわたり履行義務を充足し、収益を認識する方法を適用しております。主として一定の期間

にわたり履行義務を充足し、収益を認識する方法を適用するにあたり工事原価総額を、工事契約の変更や悪天候に

よる施工の遅延や建設資材単価や労務単価等の変動について仮定を設定し、作業効率等を勘案して、工事の各段階

における工事原価の詳細な見積りを内容とする実施予算として適切に作成しております。そのうえで工事原価の発

生額と対比して適切な見積りの見直しを行っておりますが、施工中の事故や天災、経済情勢の悪化や新型コロナウ

イルス感染症による工事の一時中止等不測の事態の発生により、主要建設資材の高騰や、想定外の追加原価の発

生、工事遅延による損害賠償等により工事原価総額の見積りが大きく変動し、工事収益が変動する可能性がありま

す。加えて、当社が請け負う工事契約は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の指図に基づいて行われる

ことから、工事原価総額の見積りにあたっては画一的な判断尺度を得ることが困難であります。このため、工事原

価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識と施工経験を有する工事現場責任者による一定の仮定と判断を伴い

不確実性を伴うものとなります。

　また手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、その損失見込額を計上しております。損失見込み額

の算定に際しては入手可能な情報から過去の経験を基礎とした工事原価総額が請負金額を超えた金額を引当ててお

ります。また発注者との変更契約の変更や工事内容の変更により工事原価が増減する場合があります。このような

仮定要素があるため将来の損益は見積り金額と異なる場合があります。

②繰延税金資産の回収可能性の評価

繰延税金資産の回収可能性の判断に際しては、税金費用の軽減効果について、当社グループの事業から将来の課

税所得が十分に見込めるかを合理的に見積もっております。これらの見積もりは、中期経営計画及び毎期の事業計

画に基づき算定しておりますが、将来において当社グループをとりまく環境に大きな変化があった場合など、その

見積額が変動した場合は、繰延税金資産が変動する可能性があります。

(4) 生産、受注及び販売の実績

①受注実績

②売上実績
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期別 区分
前期

繰越工事高
（百万円）

当期
受注工事高
（百万円）

計
（百万円）

当期
完成工事高
（百万円）

次期
繰越工事高
（百万円）

前事業年度

(自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日)

土木工事 55,021 61,703 116,725 62,051 54,673

建築工事 12,930 21,852 34,782 18,302 16,479

計 67,951 83,555 151,507 80,354 71,153

当事業年度

(自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日)

土木工事 54,673 67,419 122,092 61,164 60,928

建築工事 16,479 27,142 43,622 20,243 23,378

計 71,153 94,561 165,714 81,407 84,307

期別 区分 特命（％） 競争（％） 合計（％）

前事業年度

（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

土木工事 74.1 25.9 100

建築工事 27.8 72.2 100

当事業年度

（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

土木工事 67.4 32.6 100

建築工事 24.4 75.6 100

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 合計（百万円）

前事業年度

（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

土木工事 12,842 49,209 62,051

建築工事 7,545 10,756 18,302

計 20,388 59,965 80,354

当事業年度

（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

土木工事 14,119 47,044 61,164

建築工事 9,018 11,224 20,243

計 23,137 58,269 81,407

中日本高速道路（株） 新東名高速道路　秦野インターチェンジ他４管理施設新築工事

愛知県
橋りょう整備事業県道羽島稲沢線新濃尾大橋下部工事(誰もが働きやすい現場

環境整備工事）

東海旅客鉄道（株） 紀勢本線熊野川Ｂ橋脚基礎補強

樽見鉄道（株） 樽見鉄道樽見線　美江寺駅～北方真桑駅間(9km600m付近)単独立体交差工事

東山フイルム（株） 東山フイルム瑞浪工場　研究開発棟新築工事

（5）建設事業における受注工事高及び完成工事高の実績

当連結企業集団では、生産実績を定義する事が困難であるため、「生産の実績」は記載しておりません。

なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次の通りであります。

①　受注工事高、完成工事高及び次期繰越工事高

（注）１．前期以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減があるものについては、当期受注工事高にその

増減額を含みます。したがいまして当期完成工事高にもその増減額が含まれます。

２．次期繰越工事高は（前期繰越工事高＋当期受注工事高－当期完成工事高）に一致します。

②　受注工事高の受注方法別比率

　工事の受注方法は、特命と競争に大別されます。

（注）　百分比は請負金額比であります。

③　売上高

(イ）建設事業（完成工事高）

（注）1．前事業年度の完成工事のうち請負金額５億円以上の主なもの
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中日本高速道路（株） 東名高速道路　御殿場インターチェンジ管理施設改築工事

東海旅客鉄道（株） 東海道本線柱町Ｂｖ新設

愛知県 畜産総合センター種鶏場整備建設工事

興和地所(株) （仮称）亀有五丁目計画　新築工事　Ａ棟・Ｂ棟

日本下水道事業団 摂津市東別府雨水幹線建設工事

前事業年度

東海旅客鉄道株式会社 50,498百万円 　　　 62.8％

当事業年度

東海旅客鉄道株式会社 48,811百万円 　　　 60.0％

期別 官公庁（百万円） 民間（百万円） 合計（百万円）

前事業年度
（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）
－ 1,110 1,110

当事業年度
（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）
－ 1,290 1,290

区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 合計（百万円）

土木工事 15,499 45,429 60,928

建築工事 9,459 13,919 23,378

計 24,958 59,349 84,307

西日本高速道路（株） 大和北道路　大江第一高架橋他4橋（下部工）工事 令和８年４月竣工予定

東洋紡（株） （仮称）富山事業所庄川工場新工場及び立体倉庫建設工事 令和５年12月竣工予定

東海旅客鉄道（株） 半田高架北工区高架橋新設ほか 令和９年12月竣工予定

愛知県競馬組合 名古屋新場外馬券発売所建築工事 令和５年12月竣工予定

ジェイアール東海不動産 日本車輌製造株式会社諏訪寮建替え整備に伴う設計・施工 令和７年５月竣工予定

当事業年度の完成工事のうち請負金額５億円以上の主なもの

２．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次の通りでありま

す。

(ロ）兼業事業（兼業事業売上高）

④　次期繰越工事高（令和５年３月31日現在）

（注）次期繰越工事のうち請負金額５億円以上の主なもの
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（6）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

①　財政状態の分析

・資産

　当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度に比べ、総額では前期比7,115百万円増加（7.4％）し

103,275百万円となりました。

　流動資産は前期比5,390百万円増加（8.1％）の72,220百万円、固定資産は前期比1,724百万円増加（5.9％）の

31,054百万円となりました。

　流動資産の増加の主な要因は、流動資産のその他が前期比459百万円減少しましたが、現金預金が前期比2,536

百万円増加、契約資産が前期比3,572百万円増加したことなどによるものです。

　固定資産の増加の主な要因は、有形固定資産が前期比453百万円減少しましたが、投資有価証券が前期比1,979

百万円増加したことなどによるものです。

・負債

　当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度に比べ、総額では前期比2,379百万円増加（6.5％）し38,834百万

円となりました。

　流動負債は前期比3,534百万円増加（12.6％）の31,482百万円、固定負債は前期比1,155百万円減少（13.6％）

の7,352百万円となりました。

　流動負債の増加の要因は、未払法人税等が608百万円減少しましたが、支払手形・工事未払金等が前期比1,731

百万円増加、電子記録債務が前期比1,338百万円増加したことなどによるものです。

　固定負債の減少の要因は、繰延税金負債が前期比301百万円増加しましたが、社債が前期比1,000百万円減少、

長期借入金が前期比264百万円減少したことなどによるものです。なお、借入金比率は前期比0.4ポイント減少の

5.1％となっております。

・純資産

　当連結会計年度末の純資産は、その他有価証券評価差額金が前期比491百万円増加、利益剰余金が前期比3,900

百万円増加したことなどにより、前期比4,736百万円増加（7.9％）の64,440百万円となりました。

②　経営成績の分析

(土木部門)

　土木部門におきましては、3つの経営目標「信頼」「競争力」「実行力」の達成に向けて、安全と品質の確保、

鉄道工事の確実な施工と官公庁工事の受注拡大、ゼネコンとしての技術力の維持向上と生産性向上を重点に取り

組みました。

　官公庁工事につきましては、多様化する総合評価落札方式に対応するとともに企業点の向上、技術提案力・積

算力・価格競争力の強化に努め、採算性・効率性・特殊性を踏まえた戦略的な選別受注に努めました。加えて、

鉄道工事で培った技術力を活かす既存インフラの維持補修工事の受注、官公庁営業エリアの拡大、新規発注者か

らの受注獲得に取り組みました。

　部門の基軸となる鉄道関連工事は、安全・安定輸送の確保を 優先事項として、新幹線脱線・逸脱防止対策工

事、新幹線大規模改修工事や中央新幹線建設工事、維持補修工事に加え、自然災害による被害の復旧対応など、

顧客の信頼に応えることに重点を置き、事業活動を推進しました。

(建築部門)

　建築部門におきましても、３つの経営目標「信頼」「競争力」「実行力」をもとに、安全・品質の確保と共に

受注拡大に取り組みました。

　鉄道関連工事においては、「信頼」を堅持すべく確実な施工管理により安全・安定輸送の確保に努めてまいり

ました。官公庁工事の受注は、公共投資が堅調に推移するなか、選別受注に努めました。民間工事の受注は設備

投資が回復基調の中、新規顧客の開拓に努めました。また、不安定な世界情勢による建設資材高騰が、受注競争

の厳しさに拍車をかけていますが、「競争力」「実行力」を高め、受注確保に取り組みました。

　耐震補強工事のSMIC工法事業につきましては、計画の先送りなど受注獲得に影響がありましたが、展示会への

出展など新たな顧客獲得に向け、受注活動を推進しました。

　また、以前より技術開発を進めていた「一柱一杭基礎工法（ME-MOT工法）」「基礎梁大開孔補強工法」が認定

機関の技術証明が完了し、当社独自の保有技術に加わりました。
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項　　目 数値目標 前連結会計年度 当連結会計年度

受 注 高 800億円以上 849億円 956億円

売 上 高 800億円以上 829億円 841億円

経常利益率 4.0％ 8.8％ 8.0％

(兼業事業部門)

　兼業事業部門におきましては、販売用不動産売却収入の増加と、日本郵便株式会社との共同事業であるオフィ

スビル「ＪＰタワー名古屋」等の安定した賃貸収入により、兼業事業の売上高、利益ともに増加しております。

・受注高

　当連結会計年度の受注高は前期比10,716百万円増加（12.6％）の95,690百万円となりました。

　内訳は、土木工事が67,448百万円、前期比5,732百万円増加（9.3％）、建築工事が28,242百万円、前期比4,983

百万円増加（21.4％）となりました。また、分野別では、官公庁25,403百万円、民間70,287百万円であり、その

構成比率はそれぞれ26.5％、73.5％であります。

・売上高

　当連結会計年度の売上高は、土木工事が減少しましたが、建築工事が増加し、全体で前期比1,228百万円増加

（1.5％）して84,185百万円となりました。売上高の内訳は、完成工事高が82,823百万円、兼業事業売上高が

1,361百万円であります。完成工事高のうち、土木工事は61,193百万円、前期比870百万円減少（1.4％）、建築工

事は21,630百万円、前期比1,911百万円増加（9.7％）であります。また分野別では、官公庁23,598百万円、民間

59,225百万円であり、その構成比率はそれぞれ28.5％、71.5％であります。

・営業利益

　完成工事高が増加しましたが、工事利益率が低下したことにより、完成工事総利益が前期比541百万円減少

（4.8％）しました。兼業事業総利益は、販売用不動産売却が増加したことなどにより58百万円増加（11.7％）し

ました。売上総利益は前期比483百万円減少（4.1％）し11,393百万円となりました。販売費及び一般管理費が情

報システム環境費用により前期比196百万円増加（4.0％）し、営業利益は前期比680百万円減少（9.7％）して

6,331百万円となりました。

　なお、新型コロナウイルス感染症が及ぼす影響としましては、兼業事業におけるＪＰタワー名古屋において、

当連結会計年度の営業利益に及ぼす影響は軽微であります。

・経常利益

　受取配当金の計上などにより営業外収益が466百万円、営業外費用が93百万円となり、また営業利益が前期比

680百万円減少したことにより、経常利益は前期比608百万円減少（8.3％）して6,704百万円となりました。

・税金等調整前当期純利益及び親会社株主に帰属する当期純利益

　特別利益は、投資有価証券売却益が減少したことにより前期比544百万円減少（84.2％）して102百万円になりま

した。特別損失は、投資有価証券評価損が減少したことにより前期比162百万円減少（87.1％）し24百万円となり

ました。

　以上の結果、税金等調整前当期純利益は前期比990百万円減少（12.7％）して6,782百万円となりました。これ

に法人税等及び非支配株主に帰属する当期純利益などを控除して親会社株主に帰属する当期純利益は前期比650百

万円減少（12.3％）して4,657百万円となりました。

（7）目標とする主な経営指標の達成状況

当社グループは令和３年度を初年度として「第18次経営計画」をスタートさせております。当連結会計年度にお

ける主要な数値目標との比較は下記のとおりであります。
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５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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６【研究開発活動】

　高度かつ多様化する社会ニーズに対応し、生産性の向上及び環境保全を図るため、土木・建築・軌道の分野で施工

技術の改良、新しい技術の開発に取り組んでおります。なお、当連結会計年度における研究開発費は、35百万円であ

ります。主な研究開発への取り組みは以下の通りであります。

（建設事業）

　これまで、「超長距離圧送ネオグラウト工法」や「ＳＭＩＣ（スミック）工法」などの技術を独自に開発して実用

化しております。このような技術に続く、生産性向上や受注拡大に寄与する当社独自技術の開発と、新しい技術に対

応するべく、ニーズを捉え、効果を見据えながら、研究開発に取り組んでおります。

①場所打ち杭施工方法の改良

　狭隘で大型の重機が入れないような場所で場所打ち杭（径800）を新設する方法を開発しました。ケーシングで孔

壁を保護しながら掘削ツールを使用して土砂を掘削排土して鉄筋コンクリート杭を打設するものです。新幹線の電柱

基礎杭新設工事は盛土部で人力による施工（深礎工）が行われていますが、そのような場所での唯一の機械化施工の

方法として期待されています。

②杭と柱を一体化させる構工法の技術構築

　建築工事において、杭と柱を一体化させる構工法を開発しております。工場や業務用施設、ホーム上の上家などに

おいて工期短縮や工事エリア縮小等の効果が見込め、過去にも比較的規模の小さい建物向けの技術を確立しており、

弊社業務施設に実際に適用して建物を建設し使用しております。そして、本構工法を規模の大きい建物に適用するべ

く、適用範囲拡大のための技術構築を行って、令和５年２月に技術審査証明を取得しました。

③基礎梁大開孔補強工法

　鉄筋コンクリート造建物の基礎梁に人通孔を設けるときの梁せい（梁高）を縮小できるように大開孔補強工法の技

術を確立しました。基礎梁せいを縮小することで、土工事の低減や基礎躯体量の低減を図ることが可能となり、地下

躯体工事費のコストダウンが期待できます。令和５年３月に建築技術性能証明書を取得しました。

④多目的トロ用まくらぎ積卸装置の開発

　線路の保守作業に使用する多目的運搬車両（トロ）に取り付け可能で、ＰＣまくらぎ運搬の効率化を図る積卸装置

を開発しました。従来の積卸装置では、多目的トロの積載能力の半分以下しか運搬することができず、非効率でした

が、新開発のジブクレーンを端部に設置し、まくらぎを車上に取り付けたローラーで縦移動させることで、最大本数

まで積載可能となりました。試作機の製作が終了しており、第83期に現場での試行を行って性能を確認し、現場へ導

入します。

（不動産事業等）

    研究開発活動は、特段行っておりません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループの当連結会計年度における設備投資額は363百万円となりました。

セグメントごとの設備投資については次のとおりです。

（建設事業）

設備投資額は335百万円となりました。主な内訳は、事務所の新築・増改築等で14百万円、機械、運搬具及び工具

器具備品の購入321百万円などであります。

（不動産事業等）

設備投資額は27百万円となりました。主な内訳は静岡第一ビルの改修等であります。

令和５年３月31日現在

事業所名
（所在地）

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）建物・

構築物

機械、運搬具
及び工具器具

備品

土地
リース資産 合計

面積（㎡） 金額

本店

（名古屋市西区他）
3,025 126 5,162.70 604 ― 3,756 143

東京支店

（東京都台東区）
171 1 731.15 270 ― 444 90

静岡支店

（静岡市駿河区）
777 149

(8,652.32) 

13,285.14
478 ― 1,405 192

甲府支店

（山梨県甲府市）
188 9

(182.00) 

5,039.86
185 ― 383 51

大阪支店

（大阪府高槻市他）
330 108

(6,731.41) 

3,180.33
297 ― 735 145

名古屋支店

（愛知県清須市）
1,550 301

(8,216.47) 

43,332.44
1,505 ― 3,357 439

北陸支店

（石川県金沢市）
374 6 3,358.34 294 ― 675 59

合計 6,419 702
(23,782.20) 

74,089.96
3,637 ― 10,759 1,119

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社
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令和５年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

セグメン
トの名称

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）建物・

構築物

機械、運搬具
及び工具器具

備品

土地

合計
面積
（㎡）

金額

㈱大軌
本店

（大阪府高槻市）
建設事業 1 2 ― ― 3 7

㈱ビルメン
本店

（名古屋市北区）
建設事業 7 0 585.86 82 90 21

㈱静軌建設
本店

（静岡県掛川市）
建設事業 32 0 ― ― 32 96

名工商事㈱
本店

（愛知県清須市）

不動産

事業等
2 0 35.14 12 15 3

事業所名 土地（㎡） 建物（㎡）

本店 2,874.36 18,992.66

静岡支店 334.16 882.01

名古屋支店 2,736.99 581.30

北陸支店 958.83 3,348.82

計 6,904.34 23,804.79

(2）国内子会社

　（注）１．帳簿価額に、建設仮勘定は含まれておりません。

２．提出会社は建設事業の他に不動産事業等を営んでおりますが、大半の設備は建設事業または共通的に使用さ

れているので、セグメント別に分類せず、主要な事業所ごとに一括して記載しております。

３．土地及び建物の一部を連結会社以外から賃借しております。賃借料は984百万円であり、土地の面積につい

ては（　）内に外書きで示しております。

４．土地、建物のうち賃貸中の主なものは次の通りであります。
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会社名
事業所名

（所在地）
内容

投資予定金額(百万円)
資金調達方法 備考

総額 既支払額

名工建設(株)　　　

名古屋市中村区

建物・構築物等

自己資金等 －

　事務所等 84 －

計 84 －

機械装置等

　機械装置 83 16

　車両 24 －

　工具器具 196 73

　備品 90 68

　ソフトウエア 633 321

計 1,028 480

合計 1,112 480

３【設備の新設、除却等の計画】

（建設事業）

経営規模の拡大、施工の機械化などに伴い事務所、機械設備などの拡充更新を推進しつつあり、その計画は、次の

通りであります。

(1）重要な設備の新設等

(2）重要な設備の除却等

該当事項はありません。

（不動産事業等）

(1）重要な設備の新設等

　該当事項はありません。

(2）重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 65,000,000

計 65,000,000

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
事業年度末現在
発行数（株）

（令和５年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（令和５年６月27日）

上場金融商品取引所名又は登録認
可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 27,060,000 27,060,000
名古屋証券取引所

メイン市場

単元株式数は

100株

であります。

計 27,060,000 27,060,000 － －

②【発行済株式】

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成17年８月22日

（注）
2,460,000 27,060,000 － 1,594 － 1,746

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）株式分割（１：1.1）によるものであります。
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令和５年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満

株式
の状況
（株）

政府及び
地方公共

団体
金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数（人） － 19 7 84 4 － 1,467 1,581 －

所有株式数

（単元）
－ 65,153 114 107,295 819 － 96,995 270,376 22,400

所有株式数の割合

（％）
－ 24.09 0.04 39.68 0.30 － 35.87 100 －

（５）【所有者別状況】

　（注）自己株式1,816,336株は、「個人その他」に18,163単元及び「単元未満株式の状況」に36株含めて記載しており

ます。

令和５年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有

株式数の割合
（％）

東海旅客鉄道株式会社 名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 2,139 8.47

名工建設社員持株会 名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 1,777 7.03

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,200 4.75

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２番１号 948 3.75

株式会社北陸銀行 富山市堤町通り一丁目２番26号 913 3.61

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 806 3.19

東鉄工業株式会社 東京都新宿区信濃町34番地 524 2.07

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 511 2.02

興和株式会社 名古屋市中区錦三丁目６番29号 500 1.98

東邦瓦斯株式会社 名古屋市熱田区桜田町19番18号 500 1.98

計 － 9,820 38.90

（６）【大株主の状況】
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令和５年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

(自己保有株式）
－

－
普通株式 1,816,300

(相互保有株式）
－

普通株式 98,800

完全議決権株式（その他） 普通株式 25,122,500 251,225 －

単元未満株式 普通株式 22,400 －
１単元（100株）　未満

の株式

発行済株式総数 27,060,000 － －

総株主の議決権 － 251,225 －

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

令和５年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数

（株）

所有株式数の
合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合

（％）

（自己保有株式）

名工建設㈱
名古屋市中村区

名駅一丁目１番４号
1,816,300 － 1,816,300 6.71

　

（相互保有株式） 　

㈱濃建
不破郡垂井町

1856－１
45,600 － 45,600 0.17

㈱鈴木軌道
大府市北崎町井田

252-6
36,100 － 36,100 0.13

㈲稲津組
静岡市清水区

七ツ新屋一丁目４－５
11,400 － 11,400 0.04

㈲石垣工業 高山市花里町三丁目67 5,700 － 5,700 0.02

計 － 1,915,100 － 1,915,100 7.08

②【自己株式等】
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【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

２【自己株式の取得等の状況】

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 144 166,288

当期間における取得自己株式 － －

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

（注）当期間における取得自己株式には、令和５年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他

単元未満株式の売渡請求による売渡
－ － － －

保有自己株式数 1,816,336 － 1,816,336 －

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

（注）当期間における保有自己株式数には、令和５年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

り及び売渡による株式は含まれておりません。
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決議年月日
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

令和4年10月28日
378 15.0

取締役会決議

令和5年5月19日
479 19.0

取締役会決議

３【配当政策】

　当社は安定収益を確保して、株主資本の充実や設備投資に備えた内部留保を行いながら、安定配当を行うことを

基本方針としております。当社グループの当期の業績や今後の事業展開を総合的に勘案し、１株当たりの配当は年34

円と増配することにいたします。

配当金支払については、中間配当を実施する事としており、令和４年11月に１株につき15円をお支払いしました。

当期の期末配当は令和５年６月に１株につき19円をお支払いし、中間・期末合計で年34円配当を実施致しました。

なお、当社は、株主に機動的な利益還元を行うため、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議によ

り、「毎年３月31日を基準日として、剰余金の配当等を行う事が出来る」旨及び「毎年９月30日を基準日として、中

間配当を行う事が出来る」旨を定款に定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

１　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、法令等を遵守し、安全第一を旨とし、地球環境に配慮し、誠実さと技術力で常に顧客に満足して頂けるも

のを提供すること。また、これらを実現するため、株主をはじめ顧客・社員・地域社会等からの信頼の確立を図り、

透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行い企業価値を高めることを基本方針としています。

２　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

　当社グループは、以下により経営の意思決定、監査、監督機能と業務執行機能を分離し、適正で効率的な経営を確

保するため、以下のコーポレート・ガバナンス体制をとっております。

①当社全体に影響を及ぼす重要事項については、毎月開催される取締役会により多面的な検討と意思決定を行いま

す。

なお、取締役会の構成員は以下のとおりであります。

代表取締役社長　松野篤二、奥村由政、出口　彰、安藤陽一、髙松一郎、落合　弘、川越正啓、石川正俊（社外取締

役）、丹羽慎治（社外取締役）、安藤誠司、堀場太民夫、田宮正道（社外監査役）、内藤雄順（社外監査役）

②取締役会の方針に基づき、効率的な業務執行を行うため、執行役員を設けるとともに、社長が指名する執行役員、

監査役代表をもって構成する経営会議を設置しています。なお、経営会議の構成員は以下のとおりであります。

代表取締役社長　松野篤二、奥村由政、出口　彰、安藤陽一、髙松一郎、落合　弘、川越正啓、安藤誠司、堀場太民

夫

③組織・事務分掌と職務権限に関する社内規程に基づき、取締役の職務執行並びに社員等の業務執行を効率的に実施

しております。

④取締役及び社員等で、中長期経営計画並びに毎期事業計画を策定し、その執行状況を取締役会で監視しておりま

す。

⑤監査の実効性を確保するため、取締役及び社員等から監査役に報告すべき事項を定め、経営・業績に影響を及ぼす

重要な事項について監査役が都度報告を受けております。

⑥監査役が会計監査人、内部監査部門、子会社監査役等と情報交換を密にし、必要に応じて連携しております。

　当該体制を維持する理由としましては、当社の体制は取締役会の迅速な意思決定と業務執行の監督強化及び執行役

員の機動的な業務執行による効率的な経営の実現と競争力の強化を目指すことを目的としており、現行体制において

その目的は有効に機能しているものと判断するためであります。

（当社のコーポレート・ガバナンス体制図）
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３　企業統治に関するその他の事項

(１）内部統制の基本方針に関する事項

①当社グループの内部統制システム構築にあたっての基本的な考え方

当社グループは、法令等を遵守し、安全第一を旨とし、地球環境に配慮し、誠実さと技術力で常に顧客に満足してい

ただけるものを提供することにより、顧客・株主・社員・地域等からの信頼の確立を図り、企業価値を高めることを

目指す。

②取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(ア)コンプライアンスに関する規程及び行動規範に基づき、社員教育等を行い、コンプライアンス重視の意識浸透を

図る。併せて取締役、監査役に対し同様な基準に基づき、意識浸透を図る。

(イ)職務執行の適法性を確保するため、内部監査部門の監査を中心とした体制整備を行い、内部監査部門は監査の方

針、計画及び監査結果について、定例的に報告するなど、取締役と緊密に連携する。

(ウ)内部通報制度を整備し、コンプライアンスに関する社員等からの通報・相談窓口を設置する。

(エ)反社会的勢力とは取引関係及びその他の関係を持たないよう、取引先等の審査、選定を実施する。

③取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(ア)当社は、社内規程に基づき、取締役会・経営会議等の議事録を作成し、期限を定めて保存するとともに、取締役

及び社員等の重要な職務の執行及び決裁に係る情報についても記録し、期限を定めて保存する。

(イ)当社の保有する情報については、適切な管理と漏洩の防止のための基本ルールを定めるとともに、文書情報及び

情報システム関連情報、並びに個人情報について、それぞれの社内規程に基づき、適切に管理する。

④損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(ア)当社は、災害・事故・環境・経営等に係る各種リスクに関する規程・マニュアル等を整備し、適切に管理する。

(イ)全社的なリスク管理強化のため、危機管理委員会を設置し、適切に管理する。

⑤取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制

(ア)当社グループ全体に影響を及ぼす重要事項については、毎月開催される取締役会により多面的な検討と意思決定

を行う。

(イ)取締役会の方針に基づき、効率的な業務執行を行うため、執行役員を設けるとともに、社長が指名する執行役

員、監査役代表をもって構成する経営会議を設置する。

(ウ)組織・事務分掌と職務権限に関する社内規程に基づき、取締役の職務執行並びに社員等の業務執行を効率的に実

施する。

(エ)取締役及び社員等で、当社グループの中長期経営計画並びに毎期事業計画を策定し、その執行状況を取締役会で

監視する。

⑥当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(ア)関係会社規程により経営内容、事業計画等の状況確認及び当社の経営情報の伝達を図るため、子会社連絡会を開

催する。

(イ)当社グループに対する監査役による調査を実施する。

(ウ)当社グループに対する内部監査部門による監査を実施する。

(エ)グループ全体に影響を及ぼす重要事項については、取締役会で検討、意思決定を行う。

(オ)内部通報制度に基づく通報・相談窓口の設置を、グループ各社の社員等へ周知する。

(カ)危機管理に係る規程により、子会社はリスクに関する管理体制を構築する。

(キ)当社グループの役員・社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンスに関

する規程及び行動規範に基づき、社員教育等を行い、コンプライアンス重視の意識浸透を図る。

⑦監査役を補助すべき使用人について

(ア)必要に応じて監査役の職務補助スタッフを置くこととし、その人事について取締役は監査役と協議し、独立性確

保に努める。

(イ)監査役の職務の補助業務を担当する使用人が、その業務に関して監査役から指示を受けたときは、専らその指揮

命令に従う体制を整備する。

⑧取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

(ア)当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正もしくは法令・定款違反等が発生した場合、当社グ

ループの社員等は取締役にすみやかに報告し、取締役は監査役にすみやかに報告する。

(イ)監査役が、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会及び経営会議等の重要な会議に

出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または社員等

にその説明を求める。

(ウ)当社グループの役員・社員が上記各項に係る通報をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることを禁止す

る。
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⑨監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は

償還の処理に係る方針に関する事項

　当社は監査役が必要に応じて、法律・会計等の専門家に相談することができ、その費用は会社が負担することとす

る。また、職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、すみやかに当該費用又は債務を処理す

る。

⑩その他監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制

(ア)監査の実効性を確保するため、取締役及び社員等から監査役に報告すべき事項を定め、経営・業績に影響を及ぼ

す重要な事項について監査役が都度報告を受ける。

(イ)監査役が会計監査人、内部監査部門、子会社監査役等と情報交換を密にし、必要に応じて連携する。

(ウ)監査役会及び監査役は、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で随時、意見交換を実施できる。

   （エ)監査役会は社外取締役との間で随時、意見交換を実施する。

(２）業務の適正を確保するための体制の運用状況について

　以上の方針に基づき当連結会計年度に実施した当社グループにおける内部統制システムの主な運用状況は以下のと

おりであります。

①重要な会議の開催状況

　取締役会を年12回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要事項を決定し、経

営業績の分析・対策・評価を検討するとともに法令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしまし

た。

　また監査役会を年15回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内会議への出席、業務及び財産の状況

の監査、取締役の職務の監査、法令・定款等の遵守について監査いたしました。

②コンプライアンス

　当社グループは、コンプライアンスに関する行動規範に基づき、本店・支店・関係会社での年2回の講習や資格等

級別の研修等による社員教育を年58回行い、コンプライアンス重視の意識浸透を図りました。併せて取締役、監査役

に対し同様の基準に基づき、意識浸透を図っております。また、内部通報窓口につきましても内部窓口のコンプライ

アンス部に加え、外部窓口として弁護士事務所を設置しております。

③リスク管理

　全社的なリスク管理強化のため、社長を委員長とする危機管理委員会を年３回開催いたしました。当社グループに

おけるリスク分類として、災害・事故関連、社会・経済関連、経営全般における各種リスクについて情報収集、分析

及び評価を行い必要に応じ、当社取締役会に提言しております。

④監査役の監査体制

　当社の監査役は年15回、監査役会を開催し、情報交換を行っております。また、監査の実効性を確保するため、取

締役及び社員等から監査役に報告すべき事項を定めており、重要な事項について監査役が都度報告を受けておりま

す。さらに年２回、監査役、社外取締役が意見交換を行う「監査役、社外取締役会議」を設置し、社外取締役との連

携を図りました。また、監査役は会計監査人、内部監査部門、子会社監査役等と情報交換を密にし、連携しておりま

す。

(３）その他

①取締役の定数

当社は、取締役の定数については、13名以内とする旨を定款に定めています。

②取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使する事ができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累

積投票によらない旨も定款に定めています。

③剰余金の配当等の決定機関

当社は、機動的な資本政策の遂行及び株主への機動的な利益還元を行う事を目的とし、剰余金の配当等会社法第

459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によっては定め

ず、取締役会の決議によって定める旨を定款に定めています。

④株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議

決権を行使する事ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって

行う旨を定款に定めています。
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区　　分 氏　　　名 出席状況（出席率）

代表取締役 松野　篤二 10回/10回（100％）＊

取締役 奥村　由政 12回/12回（100％）

取締役 出口　　彰 12回/12回（100％）

取締役 安藤　陽一 12回/12回（100％）

取締役 髙松　一郎 12回/12回（100％）

取締役 落合　　弘 10回/10回（100％）＊

取締役 川越　正啓 10回/10回（100％）＊

社外取締役 石川　正俊 12回/12回（100％）

社外取締役 丹羽　慎治 12回/12回（100％）

⑤責任限定契約の内容の概要

　当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任

限度額としております。

⑥役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、保険会社との間で、取締役、監査役及び執行役員を被保険者とする会社法第430条の３第１項の規定に基

づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保

険期間中に損害賠償請求がなされたことにより被る損害を、当該保険契約によって填補することとしております（た

だし、被保険者の背信行為もしくは犯罪行為または故意による法令違反等の場合を除く）。なお、その保険料は全額

当社が負担しております。

⑦取締役会の活動状況

　当事業年度における活動状況は次のとおりです。

＊令和４年６月28日開催の第81回定時株主総会において、選任された後の取締役会の出席回数を記載しています。

取締役会における具体的な検討内容

協議事項

・代表取締役、役付取締役選定等について　・執行役員の選任および委嘱について

・役員の他社兼務について　・役員報酬について　・定時株主総会の招集について

・事業報告案および決算案について　・剰余金の処分、配当金の支払いについて

・取締役会全体の実効性評価分析について　・政策保有株式の保有検討について

・役員等賠償責任保険契約の締結について

・決算、決算短信について　・計算書類、事業報告等の承認について

・株主総会資料の電子提供制度への対応等について　・定款および諸規定類の改訂について

・年度事業計画（事業計画、経営重点事項、設備投資計画、技術開発計画、事故防止基本計画）について

報告事項

・受注、決算見込状況について　・業務執行報告について　・安全への取組について

・情報システム関係の取組について　・内部統制報について

・監査計画、監査状況等について　・会計監査人の選解任について
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

（百株）

代表取締役

社長執行役員 松野　篤二 昭和32年１月20日生

平成18年６月 東海旅客鉄道株式会社東海道新幹線

21世紀対策本部企画推進部長

平成20年６月 同　総合企画本部副本部長

平成24年６月 同　執行役員総合企画本部副本部長

平成28年６月 同　常務執行役員建設工事部長

平成30年６月 ジェイアール東海建設株式会社

代表取締役社長

令和４年６月 当社代表取締役社長執行役員(現任）
　

(注)３ 13

取締役

専務執行役員

土木本部長

新幹線大規模改修本部長

ISOトップマネジメント担当

奥村　由政 昭和34年１月17日生

昭和56年４月 当社入社

平成23年７月 同　東京支店土木部長

平成25年４月 同　名古屋施工本部土木部長

平成26年６月 同　執行役員名古屋施工本部土木部

長

平成29年６月 同　執行役員東京支店長

令和２年６月 同　取締役常務執行役員　土木本部

長　新幹線大規模改修本部長　ISOト

ップマネジメント担当

令和５年６月 同　取締役専務執行役員　土木本部

長　新幹線大規模改修本部長　ISOト

ップマネジメント担当（現任）
　

(注)３
112

取締役

執行役員

安全本部長

技術部担当

鉄道営業部担当

出口　彰 昭和34年10月26日生

平成25年７月 東海旅客鉄道株式会社建設工事部担

当部長

平成28年７月 同　中央新幹線推進本部中央新幹線

建設部名古屋建設部担当部長

平成29年７月 同　中央新幹線推進本部中央新幹線

建設部名古屋建設部愛知工事事務所

長

令和元年７月 当社鉄道営業部長（当社出向）

令和元年11月 同　鉄道営業部長

令和２年６月 同　取締役執行役員安全本部長　技

術部担当　鉄道営業部担当（現任）
　

(注)３ 8

取締役

常務執行役員

経営企画部長 安藤　陽一 昭和40年９月20日生

平成23年７月 東海旅客鉄道株式会社中央新幹線推

進本部中央新幹線建設部担当部長

平成24年７月 同　中央新幹線推進本部中央新幹線

建設部土木工事部担当部長

平成28年７月 同　総合技術本部技術企画部担当部

長

平成30年６月 同　総合企画本部企画開発部長

令和２年７月 当社執行役員経営企画部長　鉄道営

業部長（当社出向）

令和３年６月 同　取締役執行役員経営企画部長　

鉄道営業部長（当社出向）

令和５年６月 同　取締役常務執行役員経営企画部

長（当社出向）（現任）
　

(注)３ －

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

（百株）

取締役

常務執行役員

管理本部長

総務部長

監査部担当

コンプライアンス部担当

ＣＳＲ推進室担当

髙松　一郎 昭和38年１月13日生

平成22年４月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株

式会社三菱ＵＦＪ銀行）今池支社長

平成24年６月 同　執行役員九州エリア担当

平成25年５月 同　執行役員西日本エリア支店並び

に九州エリア担当

平成27年６月 エムエスティ保険サービス株式会社

代表取締役副社長

令和２年６月 当社執行役員管理本部副本部長　監

査部担当　コンプライアンス部担当　

ＣＳＲ推進室担当

令和３年６月 同　取締役執行役員管理本部副本部

長　監査部担当　コンプライアンス

部担当　ＣＳＲ推進室担当

令和４年６月 同　取締役執行役員管理本部長　総

務部長　人事部長　監査部担当　コ

ンプライアンス部担当　ＣＳＲ推進

室担当

令和５年６月 同　取締役常務執行役員管理本部長　

総務部長　監査部担当　コンプライ

アンス部担当　ＣＳＲ推進室担当(現

任）
　

(注)３ 8

取締役

常務執行役員

建築本部長

建築部長

落合　弘 昭和34年８月５日生

昭和57年４月 当社入社

平成24年４月 同　静岡支店建築部長

平成26年７月 同　大阪支店建築部長

平成28年７月 同　建築本部建築部長

平成30年６月 同　執行役員建築本部建築部長

令和２年６月 同　執行役員東京支店長

令和４年６月 同　取締役常務執行役員建築本部長　

建築部長 (現任）
　

(注)３ 45

取締役

執行役員

軌道本部長

軌道部長

川越　正啓 昭和40年８月６日生

平成26年７月 東海旅客鉄道株式会社静岡支社工務

部担当部長

平成27年７月 同　静岡支社工務部長

平成28年７月 同　安全対策部次長

平成30年７月 同　総合技術本部技術開発部次長

令和２年７月 日本機械保線株式会社取締役　　

（出向）

令和４年６月 当社取締役執行役員軌道本部長　

（当社出向）

令和５年６月 同　取締役執行役員軌道本部長　軌

道部長（当社出向） (現任）
　

(注)３ －

取締役 石川　正俊 昭和29年８月22日生

平成17年４月 東京大学情報理工学系研究科創造情

報学専攻教授

平成28年４月 同　研究科長

平成31年４月 同　システム情報学専攻教授

令和元年６月 当社社外取締役（現任）

令和２年４月 東京大学情報基盤センターデータ科

学研究部門特任教授

令和４年１月 東京理科大学学長（現任）

（重要な兼職の状況）

東京理科大学学長

株式会社エクスビジョン社外取締役

国際計測連合IMEKO顧問会長

東京先端技術研究所株式会社社外取

締役
　

(注)３ 13

- 34 -



役職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

（百株）

取締役 丹羽　慎治 昭和31年３月２日生

平成26年６月 東邦ガス株式会社取締役常務執行役

員

平成27年６月 同　取締役専務執行役員

平成28年６月 同　代表取締役副社長執行役員

令和３年６月 当社社外取締役（現任）
　

(注)３ 5

常勤

監査役 安藤　誠司 昭和34年12月８日生

昭和57年４月 当社入社

平成25年７月 同　静岡支店土木部次長

平成27年４月 同　静岡支店土木部長

平成29年７月 同　土木本部土木技術部長

令和４年６月 同　常勤監査役（現任）
　

(注)４ 25

常勤

監査役 堀場　太民夫 昭和39年２月11日生

昭和62年４月 当社入社

平成23年７月 同　名古屋支店総務部次長

平成26年７月 同　東京支店総務部長

令和２年７月 同　経営企画部担当部長

令和５年６月 同　常勤監査役（現任）
　

(注)４ 16

監査役 田宮　正道 昭和29年１月14日生

平成20年４月 名古屋市住宅都市局理事

平成22年４月 同　住宅都市局長

平成26年４月 同　副市長

平成28年６月 名古屋ガイドウェイバス株式会社　

代表取締役社長

令和元年６月 当社社外監査役（現任）

　

(注)５ 19

監査役 内藤　雄順 昭和28年６月21日生

平成17年７月 中部電力株式会社　執行役員本店流

通本部系統運用部長

平成21年６月 同　監査役

平成25年６月 東海コンクリート工業株式会社　取

締役社長

平成29年６月 株式会社中電シーティーアイ　代表

取締役社長

令和３年６月 当社社外監査役（現任）
　

(注)４ 8

計 272

職名 氏名 担当

※社長執行役員 松 野  篤 二 社長

※専務執行役員 奥 村  由 政 土木本部長、新幹線大規模改修本部長、ＩＳＯトップマネジメント担当

※常務執行役員 落 合  弘 建築本部長、建築部長

※常務執行役員 安 藤　陽 一 経営企画部長

※常務執行役員 髙 松　一 郎
管理本部長、総務部長、監査部担当、コンプライアンス部担当、　　　　

ＣＳＲ推進室担当

常務執行役員 稲 垣　和 海 建築本部建築営業部長

（注）１．取締役　石川　正俊及び丹羽　慎治は、社外取締役であります。

２．監査役　田宮　正道及び内藤　雄順は、社外監査役であります。

３．令和５年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．令和５年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．令和３年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．当社は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業

務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、平成16年６月29日付にて執行役員制度を導入しま

した。

令和５年６月27日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。

- 35 -



職名 氏名 担当

※執行役員 出 口　彰 安全本部長、技術部担当、鉄道営業部担当

※執行役員 川 越  正 啓 軌道本部長、軌道部長

執行役員 橋 本　洋 静岡支店長

執行役員 木 村　誠 司 名古屋支店長

執行役員 谷　達 郎 北陸支店長

執行役員 新 村　雅 之 軌道本部名古屋軌道部長、軌道工務部長

執行役員 浅 井　克 彦 管理本部経理部長

執行役員 石 川　誠 東京支店長

執行役員 伊 藤　文 彦 技術部長

執行役員 濱 島  賞 三 土木本部土木営業部長

執行役員 津 坂  英 司 土木本部技術担当、建築本部技術担当

執行役員 宮 西  誉 人 軌道本部大阪軌道部長

執行役員 　　　中 島　誠 司 甲府支店長、土木部長

執行役員 　　　山 下　隆 軌道本部静岡軌道部長

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役である石川正俊氏は、学識経験者としての豊富な経験と専門的な知識を当社の経営に反映していただき

たく、選任しております。また社外取締役である丹羽慎治氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その

豊富な経験・知識を当社の経営に反映していただきたく、選任しております。なお、社外取締役石川正俊氏並びに丹

羽慎治氏と当社との間にはいずれも特別な利害関係はありません。

　社外監査役である田宮正道氏は、行政・民間と幅広く豊富な経験を有しており、その経験・見識を当社の監査業務

に活かしていただきたく、選任しております。また、社外監査役である内藤雄順氏は、他社において長年会社経営に

携わってこられ、その豊富な経験・見識を当社の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。なお、社外

監査役田宮正道氏並びに内藤雄順氏と当社の間にはいずれも特別な利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準または方針は設けておりません

が、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格・見識とも優れ、また他社の経営者としての豊富な経験を有す

る等、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。なお、社外取締役及び社外

監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

　当社は、社外取締役石川正俊氏及び丹羽慎治氏、また社外監査役田宮正道氏及び内藤雄順氏を名古屋証券取引所の

定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

　社外取締役は年12回の取締役会に出席し意見を述べておりまた取締役からの業務執行報告を受けております。社外　

監査役は監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査に必要な情報の入手に努めるとともに内部

監査部門から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けております。あわせて監査役監査を通して取締役の職

務の執行を監査するとともに、会計監査人との定期的な面談等（年８回）により情報を共有し、相互連携を図ってお

ります。また、コンプライアンス部、経理部等の内部統制部門に対しては必要に応じて説明を求める体制を整えてお

ります。
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区　　分 氏　　　名 出席状況（出席率）

常勤監査役 川口　公司 15回/15回（100％）

常勤監査役 安藤　誠司 10回/10回（100％）＊

社外監査役 田宮　正道 15回/15回（100％）

社外監査役 内藤　雄順 15回/15回（100％）

（３）【監査の状況】

①  監査役監査の状況

a.監査役会の組織、人員及び手続

　当社の監査役会は監査役４名のうち２名が常勤監査役であり、業務執行取締役と常時意見交換できる体制として

います。常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の業務執行に関する重要な会議にも出席し意見を述べ、実効

性の高い監査役会を構築しています。監査役のうち２名が社外監査役であり、独立性の高い監査役会となっていま

す。また、事業年度毎の監査方針に基づく監査計画に於いて常勤監査役と社外監査役の監査業務の役割を分担して

おります。

　なお、常勤監査役堀場太民夫氏は、過去当社の経理部門に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し

ております。

ｂ．監査役及び監査役会の活動状況

イ.監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況

＊令和４年６月28日開催の第81回定時株主総会において、選任された後の監査役会の出席回数を記載しています。

ロ．監査役会における具体的な検討内容

・当事業年度の重点監査項目

①『「信頼」安全・品質の追求と社会的責務の遂行』の取組状況

　・重大事故発生を根絶するためのリスクアセスメントの強化

　・記録保存による品質管理向上と現場支援など管理体制の強化

　・「働き方改革」を推進するための計画的な業務執行やＩＣＴ活用による効率化

②『「競争力」低コストで顧客の多様なニーズに対応』の取組状況

　・応札優位性を高めるための積算精度、技術提案評価向上

　・成長戦略を進めるための業容拡大

③『「実行力」変化を乗り越える技術力と機動力の発揮』の取組状況

　・ＤＸ推進のためのハード、ソフトの基盤整備と体制構築

　・中堅層等の技術力強化のための技術、知識、情報の教育

・協議事項

　・監査役会議長について　・常勤監査役の選定について　・監査役の報酬、賞与について

　・監査計画について　・監査費用について　・監査役選任議案に関する同意について

　・監査報告書の提出について　・会計監査人の選解任について　・期中監査結果について

　・子会社調査結果について　・監査役監査基準の一部改正について　・会計監査人の報酬の同意について

・報告事項

　・各種出席会議結果について　・監査行程について　・会計監査人往査の立会結果について

　・監査役会経費見込、予算について　・監査役、社外取締役会議について　・ＡＳＱについて

　・監査業務連絡会について
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ハ．監査役の活動状況

　監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査

部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると共に、取締役会その他重要

な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重

要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。また、内部統制

システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて

説明を求め、意見を表明いたします。加えて、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めています。

　更に、常勤監査役は子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に

応じて子会社からの事業の報告を受けています。また、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びＥＹ新

日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めてい

ます。これらの監査の実施状況及び結果については、社外監査役とも適時情報共有を図っています。

ニ．社外取締役との連携

　年2回、監査役、社外取締役が意見交換を行う「監査役、社外取締役会議」を設置し、社外取締役との連携を図っ

ています。

②  内部監査の状況

　当社における内部監査として、監査部（３名）が設置されており、内部監査規程に従い、内部監査計画において

監査方針を定め、当社のすべての部署を対象として監査を行うとともに、連結子会社の監査も実施し、会計処理が

適正に行われているか、業務活動が効率的・正確に行われているか等を評価し、監査役及び経営会議に報告してお

ります。

　なお、毎年開催しております「監査業務連絡会」に監査役、会計監査人、税理士、監査部、経理部が出席し情報

の交換・共有を行うことで相互に連携しております。また監査部と経理部は、日々の会計情報を共有できる仕組み

を整えております。加えて財務報告に係る内部統制システムにおいても経理部と協力し、年度計画書の作成、評価

の実施と有効性の評価及び評価報告書の作成を行っております。

③  会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

b.継続監査期間

　昭和57年より

（注）上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果

について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。

ｃ．業務を執行した公認会計士

水野　大

水谷　洋隆

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等4名、その他5名であります。

e．監査法人の選定方針と理由

　　（選定方針）

会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として、

適切な監査を実施する会計監査人を選定する。なお、当社都合の場合の他、当社会計監査に当たり、当該会計監査

人が、会社法・公認会計士法の法令に違反・抵触した場合又は、公序良俗に反する行為があったと判断した場合、

監査役会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は当該決定

に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
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区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 30 － 30 －

連結子会社 － － － －

計 30 － 30 －

　　（選定理由）

　監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠

し、評価を行っております。監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況の報告等を通じ、監

査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性の有無等について確認するほか、コミュニケーション、品

質管理システム、独立性、監査計画、監査チーム体制等20項目の評価項目で評価し、選定しております。

f．監査役及び監査役会による監査法人の評価

　第82期の事業年度にあたり、会計監査人からは、監査及び四半期レビューの計画の概要として①会社及び経営

環境の理解、②識別したリスクと重点監査項目、③新たに運用となる会計基準等への対応、④グループ監査の実

施計画、⑤その他の監査計画（監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）の報告に向けた対応、専門家の業務利用、確

認手続における会計監査確認センターの利用）、⑥デジタルへの取り組み、⑦監査役会及び経営者等とのコミュ

ニケーション、⑧監査のスケジュールと体制、⑨監査に対する留意事項等について報告があり、四半期ごとの会

計監査では、監査役は監査に立会い、監査の進捗状況、四半期レビュー結果、監査結果の報告も受けており、適

切に監査されていることを確認しています。また、経理部門からは、支店往査時等の会計監査人の独立性・監査

体制・監査の実施状況の情報の他、収益認識に関する会計基準、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）等について

情報提供されていることが報告されています。以上より、会計監査人を評価した結果、監査役会はEY新日本有限

責任監査法人を再任することが相当であると判断しました。

④監査報酬の内容等

a　監査公認会計士等に対する報酬

b　監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（aを除く）

　（前連結会計年度）　　該当事項はありません。

　（当連結会計年度）　　該当事項はありません。

c　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　（前連結会計年度）　　該当事項はありません。

　（当連結会計年度）　　該当事項はありません。

ｄ　監査報酬の決定方針

　該当事項はありませんが、監査日程などを勘案した上で決定しております。

ｅ　監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　監査役会は、会計監査人の過年度の監査計画と実績の状況及び監査報酬の推移を確認し、当事業年度の監査内容、監査

時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬について同意しております。
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役員区分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）

対象となる

役員の員数（人）固定報酬

短期の業績連動報酬

（賞与）

取締役

（社外取締役を除く）
154 121 32 11

監査役

（社外監査役を除く）
37 28 9 3

社外役員 30 28 2 4

（４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　当社は、令和３年２月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議

しており、その概要は以下のとおりであります。

　当社の取締役の報酬は、当社事業の社会的責務を全うするための安定経営維持と企業価値の持続的向上に向

けた各取締役の意欲高揚を図り、優秀な人材の獲得・保持が可能な水準とし、報酬は固定報酬と賞与（短期連

動報酬）により構成され、個々の報酬の決定に際しては職責、各種評価等を踏まえた公平・公正な報酬制度と

することを基本方針とする。

　基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて報酬ベンチマーク企業群の動向等を参考に、総合的に勘案し決

定する年俸を月額に按分した額を、毎月の固定報酬として支給し、賞与（短期連動報酬）は、事業年度ごとの

業績目標の達成度等に応じて、目標達成時の基準額の一定範囲内で決定し、事業年度終了後に支給する。

　また、取締役会は、当期に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された

報酬等の内容は取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判

断しております。

　当社の役員の報酬等に関しましては、平成18年６月29日開催の第65回定時株主総会において年額350百万円以

内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は９名であります。また、監査役の金銭

報酬の額は、同定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の

監査役の員数は４名であります。

　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関しましては、取締役会は、代表取締役　松野　篤二氏

に対し各取締役の固定報酬及び担当部門の業績目標の達成度を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しており

ます。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締

役が適していると判断したためであります。

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

③報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等

該当事項はありません。
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銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 28 1,050

非上場株式以外の株式 31 18,048

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 7 1,350

株式の取得により発行会社との事業関係のより

一層の強化を通じて当社の企業価値向上に資す

ると判断したため。

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 3 164

（５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的株

式は、短期間の価格変動により利益を得ることを目的とした株式とし、純投資目的以外の株式は発行会社との取引関

係の維持・強化等を通じて当社の企業価値向上に資すると判断し保有する株式として区分しております。当社は、純

投資目的である投資株式につきましては、取得しないことを原則としております。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

　当社が純投資目的以外の目的で上場株式を保有するに当たっては、運用収益の安定的な確保及び発行体との総合的

な取引関係の維持・強化による建設工事受注機会の増加や、当社の企業価値向上につなげることなど様々な検討を十

分行ったうえで総合的に判断し、必要最低限を保有していく方針であります。また、保有の是非については、定期的

に経営会議で検討し、取締役会で審議し、保有意義が薄いと判断した株式においては売却を検討いたします。その判

断基準として各銘柄の定量面（採算性、取引関係）、定性面（信用リスク）から検証を実施することとしておりま

す。前年度については、令和３年４月28日開催の取締役会において審議し、投資先企業とは、工場、物流拠点等の工

事案件の情報交換等を積極的に行っており、金融機関からも工事案件の情報の提供を受けております。また、投資先

企業へは当社施工物件において各種専門工事を発注しております。以上のとおり株式保有が営業活動及び各種情報交

換の端緒となっており、保有意義があるものと判断いたしました。また、議決権の行使に当たっては、投資先企業の

持続的な成長と企業価値向上により、当社の利益に繋がることを前提に議決権を行使いたします。

ｂ.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

東海旅客鉄道㈱

550,000 550,000
建設工事の受注、人材交流、各種情報交

換により、同社との良好な関係、信頼関

係の維持強化を図るため政策的に保有し

ている。

有

8,695 8,780

㈱ＦＵＪＩ

568,800 568,800
工事受注実績があり、今後も各種情報交

換を通し、建設工事の受注機会の増加を

目的に同社との良好な関係の維持強化を

図るため政策的に保有している。

有

1,270 1,264

東鉄工業㈱

464,815 464,815
当社と同じ鉄道工事を得意とする会社で

あり、ＪＲ各社の発注動向、技術等の情

報交換を通し、同社との良好な関係の維

持強化を図るため政策的に保有してい

る。

有

1,259 1,054

第一建設工業㈱

437,000 437,000
当社と同じ鉄道工事を得意とする会社で

あり、ＪＲ各社の発注動向、技術等の情

報交換を通し、同社との良好な関係の維

持強化を図るため政策的に保有してい

る。

有

610 646

岡谷鋼機㈱

52,000 30,300
工事受注実績があり、各種情報交換を通

し受注機会の増加を目的に、同社との良

好な関係の維持強化を図るため政策的に

保有している。同様の理由により、さら

なる関係強化のため追加取得したもの。

有

539 295

ライト工業㈱

269,300 215,000

特殊工事施工における当社の協力会社で

もあり、各種情報交換を通し、同社との

良好な関係の維持強化を図るため政策的

に保有している。同様の理由により、さ

らなる関係強化のため追加取得したも

の。

有

525 419

㈱フジミインコーポ

レーテッド

70,000 －
各種情報交換を通し、建設工事の受注機

会の増加を目的に同社との良好な関係の

維持強化を図るため、あらたに政策的に

保有するもの。

有

511 －

日東工業㈱

186,000 186,000
工事受注実績があり、今後も各種情報交

換を通し、建設工事の受注機会の増加を

目的に同社との良好な関係の維持強化を

図るため政策的に保有している。

有

491 293

中部鋼鈑㈱

207,100 207,100
工事施工における当社の協力会社でもあ

り、各種情報交換を通し、同社との良好

な関係の維持強化を図るため政策的に保

有している。

有

489 177

ｃ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

㈱ナガワ

63,300 63,300
工事施工における当社の協力会社でもあ

り、各種情報交換を通し、同社との良好

な関係の維持強化を図るため政策的に保

有している。

有

432 636

東邦瓦斯㈱

145,000 145,000
工事受注実績があり、各種情報交換を通

し受注機会の増加を目的に、同社との良

好な関係の維持強化を図るため政策的に

保有している。

有

357 395

㈱カナモト

152,900 －
各種情報交換を通し、建設工事の受注機

会の増加を目的に同社との良好な関係の

維持強化を図るため、あらたに政策的に

保有するもの。

有

333 －

リゾートトラスト㈱

150,336 150,336
工事受注実績があり、各種情報交換を通

し受注機会の増加を目的に、同社との良

好な関係の維持強化を図るため政策的に

保有している。

有

317 314

㈱サンゲツ

139,040 139,040
工事施工における当社の協力会社である

のみならず、今後も貸株対応等各種情報

交換を通し、同社との良好な関係の維持

強化を図るため政策的に保有している。

有

310 212

㈱三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グループ

350,000 350,000
当社の主要取引金融機関であり、資金調

達や営業情報を通し、同社との良好な関

係の維持強化を図るため政策的に保有し

ている。

有

296 266

コムシスホールディ

ングス㈱

97,704 97,704

当社への情報通信設備機器の提供及び工

事施工における当社の協力会社でもあ

り、各種情報交換を通し、同社との良好

な関係の維持強化を図るため政策的に保

有している。

無

238 260

東亜道路工業㈱

31,700 －
工事施工における当社の協力会社でもあ

り、各種情報交換を通し、同社との良好

な関係の維持強化を図るため、あらたに

政策的に保有するもの。

有

237 －

瀧上工業㈱

29,400 29,400
工事施工における当社の協力会社であ

り、各種情報交換を通し、同社との良好

な関係の維持強化を図るため政策的に保

有している。

有

235 192

㈱みずほフィナンシ

ャルグループ

73,600 73,600
当社の主要取引金融機関であり、資金調

達や営業情報を通し、同社との良好な関

係の維持強化を図るため政策的に保有し

ている。

有

138 115

㈱ケー・エフ・シー

88,000 －
各種情報交換を通し、建設工事の受注機

会の増加を目的に同社との良好な関係の

維持強化を図るため、あらたに政策的に

保有するもの。

有

113 －
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

名糖産業㈱

62,000 62,000
工事受注実績があり、各種情報交換を通

し受注機会の増加を目的に、同社との良

好な関係の維持強化を図るため政策的に

保有している。

有

102 98

竹田印刷㈱

109,800 109,800
当社印刷物等の主要発注先であり、各種

情報交換を通し受注機会の増加を目的

に、同社との良好な関係の維持強化を図

るため政策的に保有している。

有

76 68

美濃窯業㈱

144,300 144,300
関連会社が工事施工における当社の協力

会社でもあり、各種情報交換を通し、同

社との良好な関係の維持強化を図るため

政策的に保有している。

有

74 57

㈱あいちフィナンシ

ャルグループ

32,675 －
当社の主要取引金融機関であり、資金調

達や営業情報を通し、同社との良好な関

係の維持強化を図るため政策的に保有し

ている。㈱愛知銀行と㈱中京銀行の経営

統合により取得したもの。

有

70 －

ユタカフーズ㈱

31,000 31,000
各種情報交換を通し、建設工事の受注機

会の増加を目的に同社との良好な関係の

維持強化を図るため政策的に保有してい

る。

有

63 55

㈱ほくほくフィナン

シャルグループ

64,100 64,100
当社の主要取引金融機関であり、資金調

達や営業情報を通し、同社との良好な関

係の維持強化を図るため政策的に保有し

ている。

有

59 57

東海東京フィナンシ

ャル・ホールディン

グス㈱

140,000 140,000 証券市場における各種情報や営業情報の

収集を通し、同社との良好な関係の維持

強化を図るため政策的に保有している。

有

51 56

㈱大垣共立銀行

28,600 28,600
当社の主要取引金融機関であり、資金調

達や営業情報を通し、同社との良好な関

係の維持強化を図るため政策的に保有し

ている。

有

51 54

㈱りそなホールディ

ングス

75,100 75,100
当社の主要取引金融機関であり、資金調

達や営業情報を通し、同社との良好な関

係の維持強化を図るため政策的に保有し

ている。

有

48 39

㈱朝日工業社

13,600 6,800
各種情報交換を通し、建設工事の受注機

会の増加を目的に同社との良好な関係の

維持強化を図るため政策的に保有してい

る。

有

29 21

菊水化学工業㈱

47,000 47,000
各種情報交換を通し、建設工事の受注機

会の増加を目的に同社との良好な関係の

維持強化を図るため政策的に保有してい

る。

有

17 17
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

エクシオグループ㈱

－ 62,000

－ 無
－ 140

㈱アイチコーポレー

ション

－ 19,800

－ 無

－ 17

日本トランスシティ

㈱

－ 25,000

－ 無

－ 15

㈱愛知銀行

－ 7,500

－ 有

－ 34

㈱中京銀行

－ 7,700

－ 有

－ 12

(注）１.定量的な保有効果は、具体的な取引内容を開示できないため、記載が困難です。

　２.保有の合理性は、採算性、受注実績、工事利益、今後の受注期待度、各種情報・連携、資金調達、配当方針、

信用リスク等を総合的に検討し検証しております。

　３.当社の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社の保有分（実質所有株式数）

を勘案し記載しています。

　４．竹田印刷株式会社は、令和５年４月１日付で竹田ｉＰホールディングス株式会社に商号変更されております。

ｄ．保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）第２

条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）により作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）の財務諸表について、EY新

日本有限責任監査法人により監査を受けております。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応する事ができる体制を整備するため、公益財団法

人財務会計基準機構及び建設工業経営研究会へ加入し、これら団体が主催する研修会等に参加しております。
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(令和４年３月31日)

当連結会計年度
(令和５年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 24,690 27,226

受取手形・完成工事未収入金等 ※４ 17,514 ※４ 17,186

契約資産 22,304 25,876

電子記録債権 4 253

未成工事支出金 102 75

その他の棚卸資産 ※３ 271 ※３ 120

その他 1,942 1,483

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 66,829 72,220

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 13,474 13,490

機械、運搬具及び工具器具備品 6,546 5,941

土地 3,735 3,732

建設仮勘定 － 4

減価償却累計額 △12,397 △12,264

有形固定資産合計 11,359 10,905

無形固定資産

ソフトウエア 220 397

その他 22 21

無形固定資産合計 242 419

投資その他の資産

投資有価証券 ※１ 17,293 ※１ 19,272

その他 476 497

貸倒引当金 △40 △39

投資その他の資産合計 17,728 19,730

固定資産合計 29,330 31,054

資産合計 96,159 103,275

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(令和４年３月31日)

当連結会計年度
(令和５年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 9,080 10,811

電子記録債務 6,567 7,905

短期借入金 1,318 1,514

１年内償還予定の社債 － 1,000

未払法人税等 1,542 934

未成工事受入金 1,418 857

完成工事補償引当金 128 118

賞与引当金 2,409 2,371

役員賞与引当金 60 53

その他 5,421 5,915

流動負債合計 27,947 31,482

固定負債

社債 2,000 1,000

長期借入金 2,014 1,750

繰延税金負債 1,770 2,071

退職給付に係る負債 1,930 1,734

その他 792 795

固定負債合計 8,507 7,352

負債合計 36,454 38,834

純資産の部

株主資本

資本金 1,594 1,594

資本剰余金 1,823 1,823

利益剰余金 49,779 53,679

自己株式 △949 △949

株主資本合計 52,247 56,148

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,655 7,147

退職給付に係る調整累計額 572 906

その他の包括利益累計額合計 7,228 8,053

非支配株主持分 228 238

純資産合計 59,704 64,440

負債純資産合計 96,159 103,275
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度
(自　令和４年４月１日
　至　令和５年３月31日)

売上高

完成工事高 ※１ 81,782 ※１ 82,823

兼業事業売上高 ※１ 1,174 ※１ 1,361

売上高合計 ※１ 82,957 ※１ 84,185

売上原価

完成工事原価 70,405 71,988

兼業事業売上原価 674 803

売上原価合計 ※７,※８ 71,080 ※７ 72,791

売上総利益

完成工事総利益 11,377 10,835

兼業事業総利益 499 558

売上総利益合計 11,877 11,393

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 4,865 ※２,※３ 5,062

営業利益 7,011 6,331

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 278 340

受取地代家賃 78 77

その他 25 48

営業外収益合計 383 466

営業外費用

支払利息 76 75

その他 5 17

営業外費用合計 81 93

経常利益 7,313 6,704

特別利益

固定資産売却益 ※４ 2 ※４ 15

投資有価証券売却益 644 86

特別利益合計 646 102

特別損失

固定資産売却損 － ※５ 3

固定資産除却損 ※６ 13 ※６ 6

投資有価証券評価損 172 3

その他 0 10

特別損失合計 186 24

税金等調整前当期純利益 7,773 6,782

法人税、住民税及び事業税 2,478 2,167

法人税等調整額 △17 △52

法人税等合計 2,460 2,115

当期純利益 5,312 4,667

非支配株主に帰属する当期純利益 4 9

親会社株主に帰属する当期純利益 5,308 4,657

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度
(自　令和４年４月１日
　至　令和５年３月31日)

当期純利益 5,312 4,667

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △806 492

退職給付に係る調整額 198 333

その他の包括利益合計 ※ △608 ※ 826

包括利益 4,704 5,494

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 4,700 5,483

非支配株主に係る包括利益 3 10

【連結包括利益計算書】
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(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,594 1,823 45,304 △948 47,773

会計方針の変更による累積
的影響額

24 24

会計方針の変更を反映した当
期首残高

1,594 1,823 45,329 △948 47,797

当期変動額

剰余金の配当 △858 △858

親会社株主に帰属する当期
純利益

5,308 5,308

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 4,450 △0 4,450

当期末残高 1,594 1,823 49,779 △949 52,247

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券評価

差額金
退職給付に係る調整

累計額
その他の包括利益累

計額合計

当期首残高 7,461 374 7,835 225 55,834

会計方針の変更による累積
的影響額

24

会計方針の変更を反映した当
期首残高

7,461 374 7,835 225 55,859

当期変動額

剰余金の配当 △858

親会社株主に帰属する当期
純利益

5,308

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△805 198 △607 3 △604

当期変動額合計 △805 198 △607 3 3,845

当期末残高 6,655 572 7,228 228 59,704

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日）
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(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,594 1,823 49,779 △949 52,247

当期変動額

剰余金の配当 △757 △757

親会社株主に帰属する当期
純利益

4,657 4,657

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 3,900 △0 3,900

当期末残高 1,594 1,823 53,679 △949 56,148

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券評価

差額金
退職給付に係る調整

累計額
その他の包括利益累

計額合計

当期首残高 6,655 572 7,228 228 59,704

当期変動額

剰余金の配当 △757

親会社株主に帰属する当期
純利益

4,657

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

491 333 825 10 835

当期変動額合計 491 333 825 10 4,736

当期末残高 7,147 906 8,053 238 64,440

当連結会計年度（自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日）
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度
(自　令和４年４月１日
　至　令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 7,773 6,782

減価償却費 1,118 963

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 105 △9

工事損失引当金の増減額（△は減少） △64 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △139 △38

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 305 285

受取利息及び受取配当金 △279 △341

支払利息 76 75

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △644 △86

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 172 3

有形固定資産売却損益（△は益） △2 △11

固定資産除却損 13 6

売上債権の増減額（△は増加） 987 △3,493

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1 27

その他の棚卸資産の増減額（△は増加） 47 151

その他の資産の増減額（△は増加） △150 397

仕入債務の増減額（△は減少） △3,250 3,069

未成工事受入金の増減額（△は減少） 54 △561

その他の負債の増減額（△は減少） 313 86

その他 0 －

小計 6,431 7,298

利息及び配当金の受取額 279 341

利息の支払額 △76 △75

法人税等の支払額 △2,020 △2,776

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,613 4,788

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度
(自　令和４年４月１日
　至　令和５年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △665 △171

有形固定資産の売却による収入 34 54

固定資産の除却による支出 △7 △2

無形固定資産の取得による支出 △17 △121

投資有価証券の取得による支出 △1,535 △1,350

投資有価証券の売却による収入 774 164

貸付けによる支出 △0 △0

貸付金の回収による収入 0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,416 △1,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 600 1,150

長期借入金の返済による支出 △468 △1,218

社債の償還による支出 △200 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △858 △757

非支配株主への配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △927 △826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,269 2,536

現金及び現金同等物の期首残高 22,420 24,690

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 24,690 ※ 27,226
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　4社

主要な連結子会社の名称

㈱大軌

㈱ビルメン

名工商事㈱

㈱静軌建設

当連結会計年度において、当社の連結子会社であったアオイ技建工業株式会社は、同じく当社の連結子会社

である株式会社ビルメンを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しておりま

す。

２．持分法の適用に関する事項

当社の関連会社（㈱濃建他10社）は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外してお

ります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

②デリバティブ

時価法

③棚卸資産

（イ）販売用不動産

個別法による原価法（連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）

（ロ）未成工事支出金

個別法による原価法

（ハ）材料貯蔵品

移動平均法による原価法（連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（但し、平成10年４月１日以降取得した建物並びに平成28年４月１日以後に取得した建物附属設

備及び構築物については定額法によっております。）

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物　　　　３～50年

機械装置　　２～10年

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっております。
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(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事高に対する将来の見積補償額

及び特定の工事における見積補償額を計上しております。

③工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、手持受注工事のうち当連結会計年度末において損失が確実視され、か

つ、その金額を合理的に見積もる事ができる工事については、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損

失額を計上しております。

④賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

⑤役員賞与引当金

役員の賞与の支払に備えて、役員賞与支給見込額を計上しております。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（15年）による定額法

により翌連結会計年度から費用処理しております。過去勤務費用については、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定年数（5年）による定額法により発生した連結会計年度から費用処理してお

ります。

③未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけ

るその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

④小規模企業等における簡便法の採用

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5）重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①建設事業

　建設事業においては、主に顧客と工事契約を締結しており、当該契約に基づき、建物又は構造物等の施

工等を行い、成果物を顧客へ引き渡す履行義務を負っております。当該契約において、財又はサービスに

対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を

充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定

は、工事期間にわたって投入した材料費、労務費、外注費等の工事原価の発生額が履行義務の充足に係る

進捗度を忠実に描写していると認められるため、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想さ

れる工事原価の合計に占める割合(コストに基づくインプット法)に基づいて行っております。このため、

これら工事契約においては当該進捗度に基づき収益を認識しています。

　また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収すること

が見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。

　なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い

工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充

足した時点で収益を認識しております。
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②不動産事業等

　不動産事業等においては、主に不動産賃貸と不動産販売を行っております。

不動産賃貸は主に賃貸用オフィスビルの賃貸を行っておりますが、顧客との賃貸借契約等による合意内容

に基づき、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従い、賃貸借期間にわたり収益を認識

しております。

　また、不動産販売においては顧客との不動産売買契約等に基づいて物件を引き渡す履行義務を負ってお

ります。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益

を認識しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ取引

ヘッジ対象　　借入金の利息

③ヘッジ方針

デリバティブ取引は内部管理規程に従い、金利変動のリスクを保有期間を通して効果的にヘッジする目

的で利用しております。

④ヘッジの有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。
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（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

完成工事高 79,355 80,450

（重要な会計上の見積り）

１．一定の期間にわたり履行義務を充足する工事契約に関する収益認識

(1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　一定の期間にわたり充足される履行義務のうち、合理的な進捗度の見積りができるものについては、期

間がごく短い場合を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき収益を一定の期

間にわたり認識しております。

　なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積工事原価総額に対する発生原価の割合(コス

トに基づくインプット法)で算出しております。

　工事原価総額の見積りの前提条件は必要に応じて見直しを行い、変更があった場合には、その影響額が

信頼性をもって見積ることが可能となった連結会計年度に認識しております。また、当社が請け負う工事

契約は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の指図に基づいて行われることから、工事原価総額

の見積りにあたっては画一的な判断尺度を得ることが困難であります。このため、工事原価総額の見積り

は、工事に対する専門的な知識と施工経験を有する工事現場責任者による一定の仮定と判断を伴い不確実

性を伴うものとなります。加えて、工事の進行途上における将来工事原価総額の見積りの前提条件の変更

等（工事契約の変更、悪天候による施工の遅延、建設資材単価や労務単価等の変動）により当初見積りの

変更が発生する可能性があり、工事原価総額の適時・適切な見直しには複雑性が伴うことから、翌連結会

計年度に係る連結財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

（会計方針の変更）

 該当事項はありません。

（未適用の会計基準等）

　　　該当事項はありません。

（表示方法の変更）

 該当事項はありません。
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前連結会計年度
（令和４年３月31日）

当連結会計年度
（令和５年３月31日）

投資有価証券（株式） 33百万円 33百万円

前連結会計年度
（令和４年３月31日）

当連結会計年度
（令和５年３月31日）

従業員（金融機関からの借入） 6百万円 5百万円

門真市立中学校ＰＦＩ事業㈱（注） 4 3

計 10 9

前連結会計年度
（令和４年３月31日）

当連結会計年度
（令和５年３月31日）

販売用不動産 240百万円 89百万円

材料貯蔵品 31 30

不動産事業支出金 0 －

計 271 120

前連結会計年度
（令和４年３月31日）

当連結会計年度
（令和５年３月31日）

受取手形 136百万円 1,038百万円

完成工事未収入金 17,377 16,148

（連結貸借対照表関係）

※１．関係会社に対するものは、次の通りであります。

２．偶発債務

次の関係会社等について、債務保証を行っております。

（注）門真市立中学校ＰＦＩ事業株式会社（当社の関連会社）の金融機関からの借入金について一切の債務を担保

するため、劣後貸付債権根譲渡担保権設定契約を締結しております。

※３．その他の棚卸資産の内訳は、次の通りであります。

※４．受取手形・完成工事未収入金等のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ次の通りでありま

す。
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前連結会計年度
（自　令和３年４月１日

　　至　令和４年３月31日）

当連結会計年度
（自　令和４年４月１日

　　至　令和５年３月31日）

従業員給料手当 1,672百万円 1,630百万円

賞与引当金繰入額 493 570

退職給付費用 131 133

貸倒引当金繰入額 △9 △1

役員賞与引当金繰入額 60 53

前連結会計年度
（自　令和３年４月１日

　　至　令和４年３月31日）

当連結会計年度
（自　令和４年４月１日

　　至　令和５年３月31日）

　 44百万円 35百万円

前連結会計年度
（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当連結会計年度
（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

土地及び建物 2百万円 0百万円

機械、運搬具及び工具器具備品 0 15

計 2 15

前連結会計年度
（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当連結会計年度
（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

機械、運搬具及び工具器具備品 －百万円 3百万円

計 － 3

（連結損益計算書関係）

※１．顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契

約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を分解した

情報」に記載しております。

※２．販売費及び一般管理費の内主要な費目及び金額は次の通りであります。

※３．一般管理費に含まれる研究開発費の総額

※４．固定資産売却益の内訳は下記の通りであります。

※５．固定資産売却損の内訳は下記の通りであります。
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前連結会計年度
（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当連結会計年度
（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

建物 10百万円 3百万円

構築物 0 －

機械、運搬具及び工具器具備品 2 2

計 13 6

前連結会計年度
（自　令和３年４月１日

　　至　令和４年３月31日）

当連結会計年度
（自　令和４年４月１日

　　至　令和５年３月31日）

　 2百万円 0百万円

前連結会計年度
（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当連結会計年度
（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

△64百万円 －百万円

※６．固定資産除却損の内訳は下記の通りであります。

※７．期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれており

ます。

※８．売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額又は戻入額（△）

※９．減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日）

　該当事項はありません。
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前連結会計年度
（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当連結会計年度
（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

その他有価証券評価差額金：

当期発生額 △1,160百万円 804百万円

組替調整額 － △93

税効果調整前 △1,160 710

税効果額 354 △218

その他有価証券評価差額金 △806 492

退職給付に係る調整額：

当期発生額 219 426

組替調整額 66 54

税効果調整前 285 480

税効果額 △87 △147

退職給付に係る調整額 198 333

その他の包括利益合計 △608 826

（連結包括利益計算書関係）

※その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
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当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 27,060 － － 27,060

合計 27,060 － － 27,060

自己株式

普通株式（注） 1,816 0 － 1,816

合計 1,816 0 － 1,816

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

令和３年５月20日

取締役会
普通株式 479 19.0 令和3年3月31日 令和3年6月7日

令和３年10月29日

取締役会
普通株式 378 15.0 令和3年9月30日 令和3年11月29日

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

令和４年５月20日

取締役会
普通株式 378 利益剰余金 15.0 令和4年3月31日 令和4年6月7日

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加　０千株は、単元未満株式の買取りによる増加　０千株であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 27,060 － － 27,060

合計 27,060 － － 27,060

自己株式

普通株式（注） 1,816 0 － 1,816

合計 1,816 0 － 1,816

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

令和４年５月20日

取締役会
普通株式 378 15.0 令和4年3月31日 令和4年6月7日

令和４年10月28日

取締役会
普通株式 378 15.0 令和4年9月30日 令和4年11月28日

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

令和５年５月19日

取締役会
普通株式 479 利益剰余金 19.0 令和5年3月31日 令和5年6月6日

当連結会計年度（自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加　０千株は、単元未満株式の買取りによる増加　０千株であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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前連結会計年度
（令和４年３月31日）

当連結会計年度
（令和５年３月31日）

現金預金勘定 24,690百万円 27,226百万円

現金及び現金同等物 24,690 27,226

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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連結貸借対照表

計上額

（百万円）

時価

（百万円）

差額

（百万円）

(1)現金預金 24,690 24,690 －

(2)受取手形・完成工事未収入金等 17,514 17,514 －

(3)電子記録債権 4 4 －

(4)投資有価証券

   その他有価証券
16,208 16,208 －

資産計 58,417 58,417 －

(1)支払手形・工事未払金等 9,080 9,080 －

(2)電子記録債務 6,567 6,567 －

(3)短期借入金 1,318 1,318 －

(4)社債 2,000 1,971 △ 28

(5)長期借入金 2,014 2,025 11

負債計 20,979 20,963 △ 16

デリバティブ取引 － － －

区分 前連結会計年度（百万円）

非上場株式 1,084

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、建設事業を行うための必要な資金は主に銀行借入によって調達しております。一時的

な余剰資金は、安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを

回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

受取手形・完成工事未収入金などに係る顧客の信用リスクは、与信管理ルールに沿ってリスク低減を図

っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握

を行っています。

借入金及び社債の使途につきましては、運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、

一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して、支払利息の固定化を実施して

おります。なお、デリバティブは内部管理規程に基づき、実需範囲で行う事としています。

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

前連結会計年度（令和４年３月31日）

(注）市場価格のない株式等は、「(4)投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりません。当該金融

商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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連結貸借対照表

計上額

（百万円）

時価

（百万円）

差額

（百万円）

(1)現金預金 27,226 27,226 －

(2)受取手形・完成工事未収入金等 17,186 17,186 －

(3)電子記録債権 253 253 －

(4)投資有価証券

   その他有価証券
18,188 18,188 －

資産計 62,854 62,854 －

(1)支払手形・工事未払金等 10,811 10,811 －

(2)電子記録債務 7,905 7,905 －

(3)短期借入金 1,514 1,514 －

(4)１年内償還予定の社債 1,000 1,000 －

(5)社債 1,000 973 △ 26

(6)長期借入金 1,750 1,726 △ 23

負債計 23,981 23,931 △ 49

デリバティブ取引 － － －

区分 当連結会計年度（百万円）

非上場株式 1,084

当連結会計年度（令和５年３月31日）

(注）市場価格のない株式等は、「(4)投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりません。当該金融

商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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１年以内

（百万円）

１年超

５年以内

（百万円）

５年超

10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

現金預金 24,690 － － －

受取手形・完成工事未収入金等 17,514 － － －

電子記録債権 4 － － －

合計 42,208 － － －

１年以内

（百万円）

１年超

５年以内

（百万円）

５年超

10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

現金預金 27,226 － － －

受取手形・完成工事未収入金等 17,186 － － －

電子記録債権 253 － － －

合計 44,666 － － －

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 100 － － － － －

社債 － 1,000 － － 1,000 －

長期借入金 1,218 1,414 400 － 200 －

合計 1,318 2,414 400 － 1,200 －

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内

（百万円）

３年超
４年以内

（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 100 － － － － －

社債 1,000 － － 1,000 － －

長期借入金 1,414 400 1,150 200 － －

合計 2,514 400 1,150 1,200 － －

(注）１．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（令和４年３月31日）

当連結会計年度（令和５年３月31日）

(注）２．社債、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（令和４年３月31日）

当連結会計年度（令和５年３月31日）
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

現金預金 24,690 － － 24,690

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 16,208 － － 16,208

資産計 40,898 － － 40,898

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

現金預金 27,226 － － 27,226

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 18,188 － － 18,188

資産計 45,414 － － 45,414

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお

ります。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（令和４年３月31日）

当連結会計年度（令和５年３月31日）
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

受取手形・完成工事未収入金等 － 17,514 － 17,514

電子記録債権 － 4 － 4

資産計 － 17,518 － 17,518

支払手形・工事未払金等 － 9,080 － 9,080

電子記録債務 － 6,567 － 6,567

短期借入金 － 1,318 － 1,318

社債 － 1,971 － 1,971

長期借入金 － 2,025 － 2,025

デリバティブ取引 － － － －

負債計 － 20,963 － 20,963

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

受取手形・完成工事未収入金等 － 17,186 － 17,186

電子記録債権 － 253 － 253

資産計 － 17,439 － 17,439

支払手形・工事未払金等 － 10,811 － 10,811

電子記録債務 － 7,905 － 7,905

短期借入金 － 1,514 － 1,514

１年内償還予定の社債 － 1,000 － 1,000

社債 － 973 － 973

長期借入金 － 1,726 － 1,726

デリバティブ取引 － － － －

負債計 － 23,931 － 23,931

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（令和４年３月31日）

当連結会計年度（令和５年３月31日）

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を

レベル１の時価に分類しております。
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デリバティブ取引

　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として、レベル２の時価

に分類しております。

受取手形・完成工事未収入金等、電子記録債権

　これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味し

た利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

支払手形・工事未払金等、電子記録債務、並びに短期借入金

　これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日までの

期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類してお

ります。

社債（１年内償還予定を含む）

　当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基

に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

　長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引

現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、長期借入金は金利スワップの特

例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された債務額等を用いて算定しております。
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種類
連結貸借対照表

計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

(1）連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式

小計
　

15,523

15,523
　

5,932

5,932
　

9,591

9,591
　

(2）連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式

小計
　

685

685
　

889

889
　

△ 203

△ 203
　

合計 16,208 6,821 9,387

種類
連結貸借対照表

計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

(1）連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式

小計
　

17,160

17,160
　

6,734

6,734
　

10,425

10,425
　

(2）連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式

小計
　

1,027

1,027
　

1,182

1,182
　

△ 154

△ 154
　

合計 18,188 7,917 10,270

（有価証券関係）

　　　　１．その他有価証券

前連結会計年度（令和４年３月31日）

当連結会計年度（令和５年３月31日）
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種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

（1）株式 774 644 －

（2）その他 － － －

合計 774 644 －

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

（1）株式 164 86 －

（2）その他 － － －

合計 164 86 －

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日）

当連結会計年度（自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日）

３．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、有価証券について172百万円（その他有価証券の株式172百万円）減損処理を行っ

ております。

当連結会計年度において、有価証券について3百万円（その他有価証券の株式3百万円）減損処理を行ってお

ります。なお、当該有価証券の減損にあたっては、原則として、時価の取得原価に対する下落率が30％以上の

銘柄について減損処理を行っております。
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ヘッジ会計

の方法
取引の種類

主な

ヘッジ対象

契約額等

（百万円）

契約額等

のうち１年超

（百万円）

時価

（百万円）

金利スワップ

の特例処理

金利スワップ取引 長期

借入金変動受取・固定支払 1,250 1,250 （注）

ヘッジ会計

の方法
取引の種類

主な

ヘッジ対象

契約額等

（百万円）

契約額等

のうち１年超

（百万円）

時価

（百万円）

金利スワップ

の特例処理

金利スワップ取引 長期

借入金変動受取・固定支払 1,250 － （注）

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度（令和４年３月31日）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい

るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度（令和５年３月31日）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい

るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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前連結会計年度

（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当連結会計年度

（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

退職給付債務の期首残高 10,561百万円 10,418百万円

勤務費用 516 504

利息費用 39 60

数理計算上の差異の発生額 △307 △456

過去勤務費用の発生額 184 －

退職給付の支払額 △576 △407

退職給付債務の期末残高 10,418 10,119

前連結会計年度

（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当連結会計年度

（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

年金資産の期首残高 8,703百万円 8,546百万円

期待運用収益 87 85

数理計算上の差異の発生額 96 △30

事業主からの拠出額 176 177

退職給付の支払額 △517 △332

年金資産の期末残高 8,546 8,446

前連結会計年度

（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当連結会計年度

（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 53百万円 58百万円

退職給付費用 7 7

退職給付の支払額 △1 △3

制度への拠出額 △0 △1

退職給付に係る負債の期末残高 58 61

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社においては、キャッシュ・バランス型の確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。また

連結子会社においては、退職一時金制度を設けており、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付

に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（(3）に掲げられた簡便法を適用した制度を除く）

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表（(3）に掲げられた簡便法を適用した制度を除く）

(3）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
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前連結会計年度

（令和４年３月31日）

当連結会計年度

（令和５年３月31日）

積立型制度の退職給付債務 7,978百万円 7,608百万円

年金資産 △8,562 △8,463

△583 △854

非積立型制度の退職給付債務 2,513 2,589

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,930 1,734

退職給付に係る負債 1,930 1,734

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,930 1,734

前連結会計年度

（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当連結会計年度

（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

勤務費用 516百万円 504百万円

利息費用 39 60

期待運用収益 △87 △85

数理計算上の差異の費用処理額 38 17

過去勤務費用の費用処理額 27 36

簡便法で計算した退職給付費用 7 7

確定給付制度に係る退職給付費用 542 542

前連結会計年度

（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当連結会計年度

（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

過去勤務費用 △157百万円 36百万円

数理計算上の差異 442 443

　　合　　計 285 480

前連結会計年度

（令和４年３月31日）

当連結会計年度

（令和５年３月31日）

未認識過去勤務費用 157百万円 120百万円

未認識数理計算上の差異 △981 △1,425

　　合　　計 △824 △1,305

(4）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

資産の調整表

(5）退職給付費用及びその内訳項目の金額

(6）退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(7）退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
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前連結会計年度

（令和４年３月31日）

当連結会計年度

（令和５年３月31日）

債券 36％ 37％

株式 27 26

一般勘定 33 33

その他 4 3

合　計 100 100

前連結会計年度

（令和４年３月31日）

当連結会計年度

（令和５年３月31日）

割引率 0.58％ 0.87％

長期期待運用収益率 1.00％ 1.00％

予想昇給率 8.10％ 8.10％

(8）年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す

る多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(9）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
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前連結会計年度

（令和４年３月31日）

当連結会計年度

（令和５年３月31日）

繰延税金資産

退職給付に係る負債 592百万円 532百万円

賞与引当金 741 728

投資有価証券評価損 223 224

販売用不動産評価損 143 134

貸倒引当金 12 12

その他 246 228

繰延税金資産小計 1,959 1,860

評価性引当額 △472 △473

繰延税金資産合計 1,487 1,386

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,902 △3,120

固定資産圧縮積立金 △293 △287

繰延税金負債合計 △3,195 △3,407

繰延税金資産（負債）の純額 △1,707 △2,020

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。
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前連結会計年度

（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当連結会計年度

（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

連結貸借対照表計上額

期首残高 5,020百万円 4,586百万円

期中増減額 △ 434 △ 259

期末残高 4,586 4,326

期末時価 11,339 11,549

（賃貸等不動産関係）

当社及び一部の子会社では、愛知県その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地を含む）を有して

おります。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は439百万円（賃貸収益は兼業事業売上

高と営業外収益に、主な賃貸費用は兼業事業売上原価と一般管理費に計上）であります。当連結会計年度におけ

る当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は432百万円（賃貸収益は兼業事業売上高と営業外収益に、主な賃貸費用

は兼業事業売上原価と一般管理費に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は次の通りであります。

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少額は減価償却費（245百万円）であります。当連結

会計年度の主な減少額は減価償却費（229百万円）であります。

３．当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による「不動産鑑定評価書」に基づく金

額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。
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報告セグメント

合計

建設事業 不動産事業等 合計

官公庁 20,873 － 20,873 20,873

民間 60,909 1,174 62,083 62,083

顧客との契約から生じる収益 81,782 1,174 82,957 82,957

その他の収益 － － － －

外部顧客への売上高 81,782 1,174 82,957 82,957

報告セグメント

合計

建設事業 不動産事業等 合計

官公庁 23,598 － 23,598 23,598

民間 59,225 364 59,590 59,590

顧客との契約から生じる収益 82,823 364 83,188 83,188

その他の収益（注） － 996 996 996

外部顧客への売上高 82,823 1,361 84,185 84,185

（収益認識関係）

１.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約について、以下の５ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転

した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しております。

　ステップ１：顧客との契約を識別する

　ステップ２：契約における履行義務を識別する

　ステップ３：取引価格を算定する

　ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する

　ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する

前連結会計年度（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日）

（単位：百万円）

当連結会計年度（自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日）

（単位：百万円）

（注）その他の収益には、リース取引等を含んでおります。

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「（連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項）（5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。また、当社グループは、履行義

務を充足した時点から主として１年以内に顧客から対価の支払いを受けております。なお、重要な金融要素は

含んでおりません。
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前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 15,417 17,377

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 17,377 16,148

契約資産(期首残高) 23,914 22,304

契約資産(期末残高) 22,304 25,876

契約負債(期首残高) 1,431 1,418

契約負債(期末残高) 1,418 857

前連結会計年度 当連結会計年度

残存履行義務 71,509 84,376

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年

度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関す

る情報

(1) 契約資産の残高等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　建設事業の支払条件は、請負契約毎に異なるため、履行義務の充足との関連性に乏しいが、主として、

工事施工期間中に複数回に分けて、あるいは、履行義務の充足に応じて支払われます。

　契約資産は、期末日時点で履行義務を充足しているものの、請求期限が到来していない対価の額であ

り、収益の認識に伴って増加し、顧客に対して対価の額を請求した時点で顧客との契約から生じた債権に

振り替えられます。また、工事収益総額や工事原価総額の見積り等の見直しに伴い増加又は減少します。

　契約負債は、主に顧客からの前受金に関連するものであり、顧客への前受金等の請求に伴って増加し、

収益の認識に伴って、売上高へ振り替えられます。

　当連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は1,396百万円であり

ます。

　なお、連結貸借対照表上、契約負債は「未成工事受入金」として表示しております。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　　　なお、残存履行義務は、概ね１年以内に充足する見込みです。
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（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

（注）１

連結財務諸表
計上額
（注）２建設事業 不動産事業等 合計

売上高

外部顧客への売上高 81,782 1,174 82,957 － 82,957

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,668 23 1,691 △1,691 －

計 83,450 1,198 84,648 △1,691 82,957

セグメント利益 11,362 506 11,868 △4,856 7,011

セグメント資産 49,879 4,161 54,040 42,119 96,159

その他の項目

減価償却費 591 231 823 295 1,118

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。

当社は、「建設事業」及び「不動産事業等」の２つを報告セグメントとしております。

「建設事業」は建設工事全般に関する事業を、「不動産事業等」は不動産の売買及び賃貸などに関する

事業を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日）
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（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

（注）１

連結財務諸表
計上額
（注）２建設事業 不動産事業等 合計

売上高

外部顧客への売上高 82,823 1,361 84,185 － 84,185

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,399 44 1,443 △1,443 －

計 84,223 1,405 85,629 △1,443 84,185

セグメント利益 10,825 565 11,390 △5,058 6,331

セグメント資産 52,829 3,815 56,644 46,631 103,275

その他の項目

減価償却費 474 216 691 271 963

前連結会計年度 当連結会計年度

セグメント間取引消去 8 3

全社費用※ △4,865 △5,062

合計 △4,856 △5,058

当連結会計年度（自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日）

（注）１．調整額の内容は以下の通りであります。

セグメント利益

（単位：百万円）

※全社費用は、報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

セグメント資産

報告セグメントに帰属しない現金預金、投資有価証券及び一般管理部門の資産であります。

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

東海旅客鉄道（株） 50,498 建設事業

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

東海旅客鉄道（株） 48,811 建設事業

【関連情報】

前連結会計年度（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報として同様の情報が開示されているため、記載を省略しています。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がありませんので、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がありませんので、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

当連結会計年度（自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報として同様の情報が開示されているため、記載を省略しています。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がありませんので、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がありませんので、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日）

該当事項はありません。
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前連結会計年度
（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当連結会計年度
（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

１株当たり純資産額 2,356.06円

１株当たり当期純利益 210.29円

　

１株当たり純資産額 2,543.29円

１株当たり当期純利益 184.52円

　

前連結会計年度
(自　令和３年４月１日
至　令和４年３月31日)

当連結会計年度
(自　令和４年４月１日
至　令和５年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益　   　

（百万円）
5,308 4,657

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

利益（百万円）
5,308 4,657

期中平均株式数（千株） 25,243 25,243

（１株当たり情報）

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高

（百万円）

当期末残高

（百万円）

利率

（％）
担保 償還期限

名工建設㈱ 第18回無担保社債
令和年月日

2.3.31
1,000 1,000 0.08 なし

令和年月日

9.3.31

名工建設㈱ 第19回無担保社債
令和年月日

3.3.31
1,000

1,000　　　   

(1,000)
0.43 なし

令和年月日

6.3.29

合計 － － 2,000
2,000　　　

(1,000)
－ － －

１年以内

（百万円）

１年超２年以内

（百万円）

２年超３年以内

（百万円）

３年超４年以内

（百万円）

４年超５年以内

（百万円）

1,000 － － 1,000 －

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

（注）１．（　）内書は、1年以内の償還予定額であります。

　　　２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下の通りであります。

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 100 100 0.36 －

１年以内に返済予定の長期借入金 1,218 1,414 0.96 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 2,014 1,750 0.61 令和6年～9年

合計 3,332 3,264 － －

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 400 1,150 200 －

【借入金等明細表】

（注）１．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額は

以下の通りであります。

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度の期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しています。
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（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 18,167 36,761 59,744 84,185

税金等調整前四半期（当期）純利益（百万円） 1,402 2,716 4,855 6,782

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益（百万円）
958 1,862 3,314 4,657

１株当たり四半期（当期）純利益（円） 37.99 73.79 131.30 184.52

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益（円） 37.99 35.80 57.51 53.22

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等
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(単位：百万円)

前事業年度
(令和４年３月31日)

当事業年度
(令和５年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 23,625 26,269

受取手形 136 1,038

電子記録債権 4 172

完成工事未収入金 17,314 15,959

契約資産 22,228 25,770

販売用不動産 240 89

未成工事支出金 47 30

材料貯蔵品 28 28

前払費用 74 79

未収入金 ※１ 966 ※１ 494

立替金 ※１ 830 ※１ 813

その他 53 119

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 65,549 70,866

固定資産

有形固定資産

建物 12,647 12,671

減価償却累計額 △6,066 △6,434

建物（純額） 6,580 6,237

構築物 663 672

減価償却累計額 △466 △490

構築物（純額） 197 182

機械及び装置 2,761 2,594

減価償却累計額 △2,477 △2,345

機械及び装置（純額） 284 248

車両運搬具 213 226

減価償却累計額 △178 △198

車両運搬具（純額） 34 28

工具器具・備品 3,549 3,096

減価償却累計額 △3,082 △2,670

工具器具・備品（純額） 467 426

土地 3,637 3,637

建設仮勘定 － 4

有形固定資産合計 11,202 10,763

２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
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(単位：百万円)

前事業年度
(令和４年３月31日)

当事業年度
(令和５年３月31日)

無形固定資産

ソフトウエア 219 397

その他 22 21

無形固定資産合計 242 418

投資その他の資産

投資有価証券 17,124 19,098

関係会社株式 552 552

関係会社長期貸付金 4 3

長期前払費用 41 86

その他 340 330

貸倒引当金 △40 △39

投資その他の資産合計 18,022 20,031

固定資産合計 29,467 31,214

資産合計 95,016 102,080

負債の部

流動負債

支払手形 610 948

電子記録債務 6,571 7,905

工事未払金 ※１ 8,361 ※１ 9,707

短期借入金 ※１ 1,918 ※１ 2,114

１年内償還予定の社債 － 1,000

未払金 ※１ 1,449 ※１ 803

未払費用 187 193

未払法人税等 1,527 912

未成工事受入金 1,418 857

預り金 501 1,358

完成工事補償引当金 127 118

賞与引当金 2,284 2,289

役員賞与引当金 54 43

その他 3,224 3,510

流動負債合計 28,236 31,765

固定負債

社債 2,000 1,000

長期借入金 2,014 1,750

繰延税金負債 1,494 1,648

退職給付引当金 2,696 2,978

その他 ※１ 768 ※１ 783

固定負債合計 8,972 8,160

負債合計 37,209 39,926
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(単位：百万円)

前事業年度
(令和４年３月31日)

当事業年度
(令和５年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,594 1,594

資本剰余金

資本準備金 1,746 1,746

その他資本剰余金 13 13

資本剰余金合計 1,760 1,760

利益剰余金

利益準備金 398 398

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 664 651

別途積立金 41,935 46,435

繰越利益剰余金 5,800 5,173

利益剰余金合計 48,799 52,658

自己株式 △949 △949

株主資本合計 51,204 55,063

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,601 7,089

評価・換算差額等合計 6,601 7,089

純資産合計 57,806 62,153

負債純資産合計 95,016 102,080
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当事業年度
(自　令和４年４月１日
　至　令和５年３月31日)

売上高

完成工事高 80,354 81,407

兼業事業売上高 1,110 1,290

売上高合計 81,465 82,697

売上原価

完成工事原価 69,234 70,806

兼業事業売上原価 636 762

売上原価合計 69,870 71,569

売上総利益

完成工事総利益 11,119 10,600

兼業事業総利益 474 527

売上総利益合計 11,594 11,128

販売費及び一般管理費

役員報酬 194 178

従業員給料手当 1,628 1,584

賞与引当金繰入額 489 565

役員賞与引当金繰入額 54 43

退職金 11 13

退職給付費用 130 132

法定福利費 334 347

福利厚生費 99 89

修繕維持費 20 22

事務用品費 89 91

通信交通費 143 158

動力用水光熱費 35 42

調査研究費 44 35

広告宣伝費 16 22

貸倒引当金繰入額 △9 △1

交際費 18 27

寄付金 2 2

地代家賃 414 453

減価償却費 295 271

租税公課 265 270

保険料 6 6

雑費 388 514

販売費及び一般管理費合計 4,673 4,874

営業利益 6,921 6,253

②【損益計算書】
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当事業年度
(自　令和４年４月１日
　至　令和５年３月31日)

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 277 339

受取地代家賃 89 89

雑収入 31 23

営業外収益合計 399 453

営業外費用

支払利息 73 72

社債利息 5 5

雑支出 3 17

営業外費用合計 82 95

経常利益 7,237 6,611

特別利益

固定資産売却益 ※１ 1 ※１ 15

投資有価証券売却益 644 86

特別利益合計 645 101

特別損失

固定資産売却損 － ※２ 3

固定資産除却損 ※３ 13 ※３ 6

投資有価証券評価損 172 3

その他 0 10

特別損失合計 186 23

税引前当期純利益 7,697 6,689

法人税、住民税及び事業税 2,451 2,135

法人税等調整額 △15 △63

法人税等合計 2,435 2,072

当期純利益 5,261 4,616
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前事業年度
（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当事業年度
（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

材料費 12,826 18.5 13,941 19.7

労務費 24,576 35.5 23,959 33.8

外注費 17,367 25.1 18,069 25.5

経費 14,464 20.9 14,836 21.0

（うち人件費） (8,475) (12.2) (8,454) (11.9)

計 69,234 100 70,806 100

前事業年度
（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当事業年度
（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

不動産費 43 6.8 150 19.8

経費 592 93.2 612 80.2

計 636 100 762 100

【完成工事原価報告書】

（注）原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

【兼業事業売上原価報告書】

（注）原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
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(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資
本剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

固定資産
圧縮特別
勘定積立
金

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,594 1,746 13 398 658 － 38,235 5,079 44,371

会計方針の変更による累積的
影響額

24 24

会計方針の変更を反映した当期
首残高

1,594 1,746 13 398 658 － 38,235 5,103 44,395

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 25 △25 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △18 18 －

別途積立金の積立 3,700 △3,700 －

剰余金の配当 △858 △858

当期純利益 5,261 5,261

自己株式の取得

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

当期変動額合計 － － － － 6 － 3,700 697 4,403

当期末残高 1,594 1,746 13 398 664 － 41,935 5,800 48,799

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

当期首残高 △948 46,777 7,405 7,405 54,182

会計方針の変更による累積的
影響額

24 24

会計方針の変更を反映した当期
首残高

△948 46,801 7,405 7,405 54,206

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △858 △858

当期純利益 5,261 5,261

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

△803 △803 △803

当期変動額合計 △0 4,403 △803 △803 3,599

当期末残高 △949 51,204 6,601 6,601 57,806

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日）
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(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資
本剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

固定資産
圧縮特別
勘定積立
金

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,594 1,746 13 398 664 － 41,935 5,800 48,799

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △13 13 －

別途積立金の積立 4,500 △4,500 －

剰余金の配当 △757 △757

当期純利益 4,616 4,616

自己株式の取得

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

当期変動額合計 － － － － △13 － 4,500 △627 3,859

当期末残高 1,594 1,746 13 398 651 － 46,435 5,173 52,658

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

当期首残高 △949 51,204 6,601 6,601 57,806

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △757 △757

当期純利益 4,616 4,616

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

487 487 487

当期変動額合計 △0 3,859 487 487 4,346

当期末残高 △949 55,063 7,089 7,089 62,153

当事業年度（自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日）
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1）販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2）未成工事支出金

個別法による原価法

(3）材料貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（但し、平成10年４月１日以降取得した建物並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備

及び構築物については、定額法によっております。）

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物　　　　３～50年

機械装置　　２～10年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっております。

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当期の完成工事高に対する将来の見積補償額及び特定の工

事における見積補償額を計上しております。
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(3）工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、手持受注工事のうち期末において損失が確実視され、かつ、その金額を合

理的に見積もる事ができる工事については、翌期以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。

(4）賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

(5）役員賞与引当金

役員の賞与の支払いに備えて、役員賞与支給見込額を計上しております。

(6）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

②過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（5年）による定額

法により発生した事業年度から費用処理しております。

③数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法

により翌期から費用処理しております。

６．収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充

足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1）建設事業

　建設事業においては、主に顧客と工事契約を締結しており、当該契約に基づき、建物又は構造物等の施工

等を行い、成果物を顧客へ引き渡す履行義務を負っております。当該契約において、財又はサービスに対す

る支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足す

るにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、工事期

間にわたって投入した材料費、労務費、外注費等の工事原価の発生額が履行義務の充足に係る進捗度を忠実

に描写していると認められるため、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の

合計に占める割合(コストに基づくインプット法)に基づいて行っております。このため、これら工事契約に

おいては当該進捗度に基づき収益を認識しています。

　また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが

見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。

　なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工

事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足し

た時点で収益を認識しております。

(2）不動産事業等

　不動産事業等においては、主に不動産賃貸と不動産販売を行っております。

不動産賃貸は主に賃貸用オフィスビルの賃貸を行っておりますが、顧客との賃貸借契約等による合意内容に

基づき、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従い、賃貸借期間にわたり収益を認識して

おります。

　また、不動産販売においては顧客との不動産売買契約等に基づいて物件を引き渡す履行義務を負っており

ます。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を認

識しております。
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７．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例処理を採用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ取引

ヘッジ対象　　借入金の利息

(3）ヘッジ方針

デリバティブ取引は内部管理規程に従い、金利変動のリスクを保有期間を通して効果的にヘッジする目的

で利用しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

８．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財

務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
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（単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

完成工事高 78,302 79,447

（重要な会計上の見積り）

１．一定の期間にわたり履行義務を充足する工事契約に関する収益認識

(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　一定の期間にわたり充足される履行義務のうち、合理的な進捗度の見積りができるものについては、期

間がごく短い場合を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき収益を一定の期

間にわたり認識しております。

　なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積工事原価総額に対する発生原価の割合(コス

トに基づくインプット法)で算出しております。

　工事原価総額の見積りの前提条件は必要に応じて見直しを行い、変更があった場合には、その影響額が

信頼性をもって見積ることが可能となった事業年度に認識しております。また、当社が請け負う工事契約

は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見

積りにあたっては画一的な判断尺度を得ることが困難であります。このため、工事原価総額の見積りは、

工事に対する専門的な知識と施工経験を有する工事現場責任者による一定の仮定と判断を伴い不確実性を

伴うものとなります。加えて、工事の進行途上における将来工事原価総額の見積りの前提条件の変更等

（工事契約の変更、悪天候による施工の遅延、建設資材単価や労務単価等の変動）により当初見積りの変

更が発生する可能性があり、工事原価総額の適時・適切な見直しには複雑性が伴うことから、翌連結会計

年度に係る連結財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

（会計方針の変更）

　　該当事項はありません。

（表示方法の変更）

　　該当事項はありません。
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前事業年度
（令和４年３月31日）

当事業年度
（令和５年３月31日）

短期金銭債権 31百万円 33百万円

短期金銭債務 1,168 1,092

長期金銭債務 0 0

前事業年度
（令和４年３月31日）

当事業年度
（令和５年３月31日）

従業員（金融機関からの借入） 6百万円 5百万円

門真市立中学校ＰＦＩ事業㈱（注） 4 3

計 10 9

（貸借対照表関係）

※１．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

２．偶発債務

次の関係会社等について、債務保証を行っております。

（注）門真市立中学校ＰＦＩ事業株式会社（当社の関連会社）の金融機関からの借入金について一切の債務を担保す

るため、劣後貸付債権根譲渡担保権設定契約を締結しております。

- 101 -



前事業年度
（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当事業年度
（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

土地及び建物 1百万円 －百万円

機械、運搬具及び工具器具備品 0 15

計 1 15

前事業年度
（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当事業年度
（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

機械、運搬具及び工具器具備品 －百万円 3百万円

計 － 3

前事業年度
（自　令和３年４月１日

至　令和４年３月31日）

当事業年度
（自　令和４年４月１日

至　令和５年３月31日）

建物 10百万円 3百万円

構築物 0 －

機械及び装置 0 0

車両運搬具 0 0

工具器具・備品 2 2

計 13 6

（損益計算書関係）

※１．固定資産売却益の内訳は下記の通りであります。

※２．固定資産売却損の内訳は下記の通りであります。

※３．固定資産除却損の内訳は下記の通りであります。

（有価証券関係）

前事業年度（令和４年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式518百万円、関連会社株式33百万円）は、市場

価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

当事業年度（令和５年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式518百万円、関連会社株式33百万円）は、市場

価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
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前事業年度

（令和４年３月31日）

当事業年度

（令和５年３月31日）

繰延税金資産

退職給付引当金 825百万円 911百万円

賞与引当金 699 700

投資有価証券評価損 211 212

販売用不動産評価損 143 134

貸倒引当金 12 12

その他 232 204

繰延税金資産小計 2,124 2,174

評価性引当額 △451 △444

繰延税金資産合計 1,673 1,730

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,874 △3,091

固定資産圧縮積立金 △293 △287

繰延税金負債合計 △3,167 △3,378

繰延税金資産（負債）の純額 △1,494 △1,648

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関

係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）

投資有価証券
その他

有価証券

東海旅客鉄道㈱ 550,000 8,695

㈱ＦＵＪＩ 568,800 1,270

東鉄工業㈱ 464,815 1,259

第一建設工業㈱ 437,000 610

岡谷鋼機㈱ 52,000 539

ライト工業㈱ 269,300 525

㈱フジミインコーポレーテッド 70,000 511

日東工業㈱ 186,000 491

中部鋼鈑㈱ 207,100 489

㈱ナガワ 63,300 432

東邦瓦斯㈱ 145,000 357

㈱カナモト 152,900 333

リゾートトラスト㈱ 150,336 317

㈱サンゲツ 139,040 310

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 350,000 296

新生テクノス㈱ 530,000 291

コムシスホールディングス㈱ 97,704 238

東亜道路工業㈱ 31,700 237

瀧上工業㈱ 29,400 235

双葉鉄道工業㈱ 390 218

㈱みずほフィナンシャルグループ 73,600 138

㈱ケー・エフ・シー 88,000 113

名糖産業㈱ 62,000 102

中部国際空港㈱ 2,046 102

愛知環状鉄道㈱ 1,020 102

首都圏新都市鉄道㈱ 2,000 100

竹田印刷㈱ 109,800 76

丸美産業㈱ 110,000 75

美濃窯業㈱ 144,300 74

㈱あいちフィナンシャルグループ 32,675 70

その他（29銘柄） 775,444 480

計 5,895,670 19,098

④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】
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資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償却
累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末
残高

（百万円）

有形固定資産

建物 12,647 30 5 12,671 6,434 371 6,237

構築物 663 8 － 672 490 23 182

機械及び装置 2,761 83 250 2,594 2,345 118 248

車両運搬具 213 14 0 226 198 20 28

工具器具・備品 3,549 218 671 3,096 2,670 229 426

土地 3,637 － － 3,637 － － 3,637

建設仮勘定 － 8 3 4 － － 4

有形固定資産計 23,472 362 932 22,902 12,139 764 10,763

無形固定資産

ソフトウエア 820 339 99 1,061 663 161 397

その他 31 0 2 28 7 1 21

無形固定資産計 852 339 101 1,089 671 162 418

長期前払費用 98 68 43 123 36 22 86

【有形固定資産等明細表】
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区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 41 － － 1 40

完成工事補償引当金 127 0 10 － 118

賞与引当金 2,284 2,289 2,284 － 2,289

役員賞与引当金 54 43 54 － 43

【引当金明細表】

（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権回収による取崩額１百万円であります。

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。

- 106 -



事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日
３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

取扱場所
（特別口座）

名古屋市中区栄三丁目15番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

取次所 ──────

買取手数料
当社の定める１単元当たりの売買委託手数料相当額を買い取った単元未満
株式数で按分した額。

公告掲載方法

電子公告により行います。但し、電子公告による事ができない事故その他や
むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL
https://www.meikokensetsu.co.jp/ir/koukoku

株主に対する特典 該当ありません。

第６【提出会社の株式事務の概要】

（注）当会社の単元未満株式を有する株主（実質株主を含む）は、その有する単元未満株式について以下に掲げ

る権利以外の権利を行使する事はできません。

（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

（４）単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡す事を請求する権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から、本有価証券報告書提出日までの間において、東海財務局長に提出した書類は、次の通り

であります。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

第81期（自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日）令和４年６月28日提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

令和４年６月28日提出

(3）四半期報告書及び確認書

第82期第１四半期（自　令和４年４月１日　至　令和４年６月30日）令和４年８月８日提出

第82期第２四半期（自　令和４年７月１日　至　令和４年９月30日）令和４年11月10日提出

第82期第３四半期（自　令和４年10月１日　至　令和４年12月31日）令和５年２月８日提出

(4）臨時報告書

令和４年６月29日提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時

報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 令和５年６月27日

名工建設株式会社

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人

　名　古　屋　事　務　所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 水野　大

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 水谷　洋隆

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている名工建設株式会社の令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、名工

建設株式会社及び連結子会社の令和５年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。



建設事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項）４会計方針に関する事項（５）重要な収益及び費用

の計上基準及び注記事項（重要な会計上の見積り）に記載

のとおり、会社及び連結子会社は、完成工事高及び完成工

事原価の計上基準として、当連結会計年度末までの工事進

捗部分について履行義務の充足が認められる工事について

は、主として一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を

認識する方法（履行義務の充足に係る進捗度の見積りはコ

ストに基づくインプット法）を適用している。当連結会計

年度に一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を計上し

た建設事業セグメントの完成工事高の金額は80,450百万円

であり、連結売上高の95.6％を占めている。

　一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方

法により認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度

に基づき測定され、当該進捗度は工事原価総額の見積りに

対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定

される。

　工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の

指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見積り

にあたっては画一的な判断尺度を得られにくい。このた

め、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識

と施工経験を有する工事現場責任者による一定の仮定と判

断を伴い不確実性を伴うものとなる。

　また、工事の進行途上における工事契約の変更、悪天候

による施工の遅延、建設資材単価や労務単価等の変動が生

じる場合があり、工事原価総額の適時・適切な見直しには

複雑性が伴う。

　以上から、当監査法人は、工事収益及び履行義務の充足

に係る進捗度の計算にあたり、工事原価総額の見積りが、

当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な

検討事項に該当するものと判断した。

　当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し収

益を認識する方法における工事原価総額の見積りの妥当性

を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施し

た。

（１）   内部統制の評価

工事原価総額の見積りに関する会社の以下の内部統制の整

備 ・運用状況を評価した。

・工事原価総額の見積りの基礎となる実施予算書（工事の

　原価管理のために作成され承認された予算書）が専門的

　な知識と施工経験を有する工事現場責任者により作成さ

　れ、必要な承認により信頼性を確保するための統制。

・工事原価総額の各要素について、外部から入手した見積

　書など客観的な価格により詳細に積上げて計算している

　ことを確認するための体制。

・工事の施工状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客か

　らの仕様変更指示に応じて、適時に工事原価総額の見積

　りの改訂が行われる体制。

・工事の損益管理、進捗度について、工事原価の信頼性に

　責任を持つ工事原価管理部署が適時・適切にモニタリン

　グを行う体制。

（２）   工事原価総額の見積りの妥当性の評価

　工事請負額、工事損益、工事内容、工事の施工状況等の

内容に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相対

的に高い工事を識別し、以下の監査手続を実施した。

・工事原価総額の見積りについて、その計算の基礎となる

　実施予算書と照合し、見積原価が建設工事請負契約の工

　事目的物に照らして整合しているか、工種ごとに積上げ

　により計算されているか、また、実施予算書の中に、将

　来の不確実性に対応することを理由として異常な金額の

　調整項目が入っていないかどうか検討した。

・当初の工事原価総額について、既発生原価と今後発生予

　定の工事原価の見積額のそれぞれと比較し、当該変動が

　一定の基準以上のものについては、工事原価管理責任者

　への質問、工事変更図面や工程表及び下請業者からの見

　積書との照合により、その変動内容が工事の実態が反映

　されたものであるかどうか検討した。

・工事原価管理責任者に、工事の進捗状況及び工事原価総

　額の変動の要否の判断について質問を行い、工程表や原

　価の発生状況に照らして回答の合理性を検討した。

・工事原価総額の事前の見積額とその確定額又は再見積額

　を比較することによって、工事原価総額の見積りプロセ

　スを評価した。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容



と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見

に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。



（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、名工建設株式会社の令和５

年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、名工建設株式会社が令和５年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任

を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上



令和５年６月27日

名工建設株式会社

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人

　名　古　屋　事　務　所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 水野　大

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 水谷　洋隆

独立監査人の監査報告書

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている名工建設株式会社の令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの第８２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、名工建設

株式会社の令和５年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

建設事業における一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

　連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（建設事業における一定の期間にわたり履行義務

を充足し認識する収益）と同一内容であるため、記載を省略している。

その他の記載内容

　 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す



（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長松野　篤二は、当社の第82期（自令和４年４月１日　至令和５年３月31日）の有価証券報告書

の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されている事を確認しました。

２【特記事項】

特記すべき事項はありません。
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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長松野　篤二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議

会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す

る実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制

を整備及び運用している。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に

は防止又は発見することができない可能性がある。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である令和５年３月31日を基準日として行われており、評価

に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行

った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価において

は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該

統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮

して決定しており、会社及び連結子会社１社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセ

スに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社３社については、金額的及び質的重要性の観点

から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去

後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している７事業拠点を「重

要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上

高、完成工事未収入金及び未成工事支出金に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠

点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測

を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財

務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。

３【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

４【付記事項】

付記すべき事項はありません。

５【特記事項】

特記すべき事項はありません。


